
　
　
　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
前
稿
「
幕
末
期
萩
藩
財
政
史
研
究
序
説（

１
）」

を
引
き
継
い
で
、
維
新

期
の
そ
れ
を
主
題
と
し
、
一
定
の
見
通
し
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
題
に
関
る
研
究
史
に
は
、
作
道
洋
太
郎
・
下
山
三
郎
・
新
保
博
・
岩

橋
勝
・
中
村
哲
・
松
尾
正
人
・
茂
木
陽
一
な
ど
の
研
究（

２
）が

あ
り
、
山
口
藩
に
関
っ

て
は
、
三
輪
為
一
・
穐
本
洋
哉
・
西
川
俊
作
・
谷
村
賢
治
・
伊
藤
昭
弘
な
ど
の

論
考（

３
）が

あ
る
。
と
く
に
山
口
藩
に
関
っ
て
は
、
残
さ
れ
た
課
題
が
多
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
の
課
題
は
、
山
口
藩
に
拘
っ
て
、
貨
幣
・
藩
札
・
米
価
の
変
遷

と
い
っ
た
和
市
変
動
と
、
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
両
方
を
含
ん
だ
山
口
藩
財

政
の
動
向
、
そ
し
て
藩
札
・
藩
債
の
償
還
ま
で
を
研
究
し
、
一
定
の
見
通
し
を

得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
萩
藩
・
山
口
藩
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
財
政
的
に
幕
末
・
維
新
期
を
切
り
抜
け
た
の
か
、
財
政
難
に
苦
し
む
な

か
で
ど
の
よ
う
に
し
て
戦
費
調
達
・
藩
債
償
却
を
可
能
に
し
た
の
か
、
を
解
明

し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を
「
手
品
」
と
し
て
放
置
し
て
お

く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
萩
藩
を
、
史
料
表
現
に
従
っ
て
山

口
藩
と
称
す
る
。

　
　
　

一　

明
治
一
・
二
年
の
和
市
変
動
と
藩
財
政

　

ま
ず
、
維
新
期
藩
財
政
の
前
提
を
な
す
若
干
の
事
項
に
つ
い
て
示
し
て
お
こ

う
。
前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、天
保
財
政
改
革
を
経
た
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

の
藩
借
銀
は
、六
万
二
四
七
六
・
五
三
貫
目
で
あ
っ
た
。
内
訳
は
、「
無
利
元
居
・

元
利
留
・
元
居
利
払
之
部
」、
す
な
わ
ち
ほ
と
ん
ど
が
公
借
（
藩
主
・
係
累
や

特
別
会
計
・
他
部
局
か
ら
の
借
銀
）
で
凍
結
・
準
凍
結
と
な
っ
た
三
万
三
四
九

二
・
一
貫
目
と
、「
年
賦
借
之
部
」（
内
借
＝
大
坂
御
用
達
・
藩
内
御
用
達
な
ど

か
ら
の
借
銀
）
二
万
八
九
八
四
・
八
三
貫
目
で
あ
る
。
そ
の
後
藩
借
銀
は
、
嘉

永
元
年
（
一
八
四
八
）
五
万
八
五
七
九
・
八
貫
目
、
嘉
永
六
年
六
万
貫
目
と
推

移
し
、文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
は
五
万
二
九
三
五
貫
目
と
な
っ
た
こ
と
が
、

つ
ぎ
の
史
料
か
ら
わ
か
る（

４
）。

　

（
端
裏
書
）

　

「
文
久
四
子
正
月
廿
二
日
及
若
殿
様
御
聞
」

　
　
　
維
新
期
山
口
藩
財
政
史
研
究
序
説

　
　
　
　
　
　
　

�

田
　
中
　
誠
　
二
　
　

一



　
　
　

御
借
銀
覚

　

一
銀
五
万
弐
千
九
百
三
拾
五
貫
目
余

　
　

右
先
年
以
来
地
他
御
借
銀
相
縮
候
分

　

一
同
九
千
五
百
九
拾
貫
目

　
　

右
一
昨
戌
年
よ
り
於
大
坂
御
借
入
之
分

　
　
亥
春	
江
戸

　

一
金
壱
万
両　
　
　

三
谷
三
九
郎

　
　
亥
七
月　
　
　
　

　

一
同
千
五
百
両

　
　
同	

石
州

　

一
銀
百
貫
目　
　
　

堀
藤
十
郎

　
　
　
　

以
上

	

　
大
坂

　

一
銀
弐
千
貫
目　
　
　

御
用
達
中

	

　
石
州

　

一
同
百
五
拾
貫
目　
　

堀
藤
十
郎

　
　
　

右
当
子
暮
御
借
入
御
約
定
之
分

	

　
大
坂

　

一
同
千
貫
目　
　
　
　

御
用
達
中

　
　

右
来
丑
暮
同
断

　

〆
銀
単
ニ
し
て
六
万
六
千
六
百
三
拾
七
貫
目

　
　
　

此
内

　
　

壱
万
三
千
七
百
弐
貫
目

　
　
　

但
、
戌
年
以
後
御
借
入
之
分

　
　
　

以
上

　

こ
の
史
料
は
端
裏
書
に
あ
る
よ
う
に
、
元
治
元
子
年
（
一
八
六
四
）
一
月
二

十
二
日
「
若
殿
様
」（
毛
利
元
徳
）
に
披
露
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
久
元
年
の

「
地
他
」（
領
内
・
領
外
）
藩
借
銀
五
万
二
九
三
五
貫
目
に
加
え
て
、
文
久
二
年

か
ら
大
坂
で
の
借
銀
九
五
九
〇
貫
目
が
増
加
し
た
。
文
久
三
年
に
は
、
江
戸
の

藩
御
用
達
三
谷
三
九
郎
と
石
州
笹
ケ
谷
銅
山
師
・
豪
農
の
堀
藤
十
郎
か
ら
借
り

た
。
元
治
元
年
暮
に
は
大
坂
御
用
達
中
と
堀
か
ら
二
一
五
〇
貫
目
を
借
り
る
約

束
が
出
来
て
い
る
。
翌
慶
応
元
年
に
も
、
大
坂
御
用
達
中
か
ら
一
〇
〇
〇
貫
目

を
借
り
る
約
束
で
あ
る
。
約
束
の
分
を
含
め
て
、
文
久
二
年
以
降
の
借
銀
額
合

計
は
、
一
万
三
七
〇
二
貫
目
と
多
額
で
あ
る
。
文
久
二
年
か
ら
い
か
に
資
金
繰

り
に
苦
し
ん
だ
か
が
窺
え
よ
う
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
の
和
市
は
、
金
一
両
＝
銀

七
五
匁
で
あ
る
。

　

前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
元
治
元
年
七
月
十
八
日
の
禁
門
の
変
で
朝
敵
・
幕

敵
と
な
っ
た
萩
藩
は
、
大
坂
蔵
屋
敷
を
没
収
と
な
り
、
大
坂
と
の
関
係
を
断
た

れ
る
。「
長
州
諸
用
帳（

５
）」

か
ら
元
治
元
年
～
慶
応
三
年
の
四
年
間
の
記
事
が
消

え
る
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
大
坂
御
用
達
の
中
心
広
岡
久
右
衛
門
の
述

懐
に
よ
れ
ば
、
元
治
元
年
「
御
変
動
一
件
」
に
付
き
、「
軍
用
金
調
達
其
外
異

変
之
談
合
等
ニ
携
り
候
由
」、
お
よ
び
防
長
で
「
新
田
十
万
石
所
持
有
之
由
」

の
聞
き
込
み
が
あ
っ
た
と
し
て
、
大
坂
町
奉
行
の
尋
問
を
う
け
た
。
嫌
疑
を
否

定
し
た
も
の
の
、
幕
府
へ
一
二
〇
〇
貫
目
の
調
達
を
申
し
出
る
こ
と
で
、「
急

二



度
叱
り
」
で
済
ん
だ
。
明
治
元
年
十
一
月
時
点
で
の
大
坂
御
用
達
か
ら
の
借
銀

は
、
表
（
１
）
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
は
、
明
治
元
年
十
一
月
の
も
の
で
、
改
め
て
利
下
げ
・
年
延
べ
交

渉
に
及
ん
だ
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

昨
冬
已
来
道
路
相
開
就
而
ハ
、
先
年
来
新
古
御
借
財
返
納
利
且
納
残
り
道

付
不
致
而
ハ
不
相
叶
儀
候
処
、
引
続
御
父
子
様
御
上
京
幷
関
東
・
北
国
之

御
軍
費
大
段
之
義
、
悉
皆
御
内
輪
之
用
度
ニ
無
之
、
天
下
之
急
務
ニ
而
須

庾
も
不
差
延
件
々
、
尚
此
往
之
御
費
用
と
候
而
も
校
量
不
相
立
、
御
借
財

道
付
之
手
段
更
ニ
無
之
ニ
付
、先
元
利
留
ニ
し
て
被
差
置
之
外
無
御
座
候
、

乍
併
従
来
之
御
恩
借
ニ
付
如
何
程
御
難
渋
有
之
候
共
、
御
信
義
を
被
失
候

而
ハ
不
相
済
と
進
退
相
迫
り
、
一
統
苦
心
之
至
ニ
御
座
候
ニ
付
而
ハ
、
利

下
ケ
・
年
延
其
外
別
紙
之
通
及
御
断
之
外
無
御
座
候

　

大
坂
と
の
関
係
の
途
絶
し
た
元
治
元
年
～
慶
応
三
年
の
四
年
間
の
借
銀
返
済

に
つ
い
て
は
、「
元
利
留
ニ
し
て
被
差
置
之
外
無
御
座
候
」、
つ
ま
り
元
金
・
利

子
と
も
に
返
済
せ
ず
に
凍
結
し
た
い
と
い
う
。
そ
の
上
で
、「
当
辰
よ
り
改
而
」

「
利
下
ケ
・
年
延
」
の
「
御
断
」
り
を
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
的
な
出

費
で
な
く
、「
天
下
之
急
務
」
に
よ
る
出
費
の
嵩
む
こ
と
、「
国
難
」
を
強
調
し

て
い
る
。
元
治
元
年
元
銀
推
計
は
、
一
万
七
七
一
四
貫
目
余
で
あ
る
。「
御
断
」

り
（
新
条
件
）
の
内
容
は
、
古
借
に
つ
い
て
は
、
年
利
二
％
・
三
〇
年
賦
あ
る

い
は
五
年
元
居（
五
年
間
元
銀
返
済
猶
予
）、文
久
期
か
ら
の
新
借
は
年
利
三
％
・

三
～
五
年
元
居
・
二
〇
～
二
五
年
賦
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
、
大
坂
御
用
達
中
「
永
納
元
居
利
払
之
部
」
が
あ
る
。「
永
納
元

居
利
払
」
と
は
、
藩
に
米
銀
を
献
納
（
永
納
）
し
た
も
の
に
対
し
て
、
献
納
の

奨
励
の
た
め
に
、
利
子
に
当
た
る
も
の
だ
け
を
下
賜
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
坂

御
用
達
中
の
う
ち
、
中
心
を
な
す
広
岡
久
右
衛
門
一
家
（
元
米
七
六
六
〇
石
、

利
米
二
三
〇
石
）・
鴻
池
善
五
郎
（
元
米
六
〇
〇
〇
石
、
利
米
二
〇
〇
石
）
ほ

か
三
家
、
合
計
元
米
二
万
五
六
六
〇
石
に
対
し
て
、「
近
年
別
而
米
価
高
直
」

を
理
由
に
、「
一
統
弐
朱
之
利
下
ケ
」を
申
し
入
れ
、平
均
で
年
利
三
％
と
し
た
。

表（１）　明治元年大坂御用達中借銀表
年次 借銀名目 借銀額

（貫目） 新条件 元治元年元
銀（貫目） 備考

天保11年以前 広岡久右衛門 657.5	 年利２％、30年賦 420.8	 元治１～慶応３は
据え置き。

同 御用達中古借 3849.0	 同、当年より５年元居 2676.8	 同
天保７年 御用達中古借 2936.5	 同、当年より５年元居 2402.0	 同

加島屋五兵衛
名前御家質借 700.0	 当年より年利２％、元

居10年経 700.0	 同

安政５
（出銀文久１）

兵庫表警衛、
御用達中 2000.0	

当年より年利３％、５
年元居、６年目から25
年経

1600.0	 同

文久２ 海防手当、御
用達中 2050.0	 同上 1845.0	 同

文久２
両殿滞京・江
府往返・女儀
方帰国、御用
達中

1000.0	 同上 1000.0	 同

文久２
江戸臨時用当
用借、広岡久
右

1500.0	
当年より年利３％、３
年元居、４年目より20
年経

1500.0	 同

文久２
両殿様上京当
用借、広岡ほ
か２家

1850.0	 同上 2000.0	 同

文久３
京都仕送り銀
ほか当用借、
広岡ほか１家

1200.0	 同上 1200.0	 同

文久３ 当用借、御用
達中 1770.0	 同上 1770.0	 同

万延１ 紙屋中より紙
仕入名目 1000.0	 当年より年利４％、５

年元居、10年経 600.0	 同

合計 20513.0	 17714.6	
出典：毛利家文庫「政理」107「長州諸用帳」。
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こ
の
永
納
米
利
払
は
古
く
明
和
期
か
ら
続
い
て
い
る
も
の
で
、
弘
化
元
年
（
一

八
四
四
）
に
「
年
三
朱
之
御
利
下
ケ
」
を
し
た
後
、明
治
元
年
暮
に
さ
ら
に
「
一

統
二
朱
の
御
利
下
ケ
」
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
過
ル
子
年

よ
り
去
卯
年
迄
之
利
米
ハ
、
国
難
ニ
付
御
渡
方
不
得
致
」
と
、
関
係
途
絶
四
年

間
の
利
米
払
は
凍
結
し
て
い
る
。
以
上
の
藩
借
銀
の
「
利
下
ケ
・
年
延
」
と
永

納
米
の
利
下
げ
提
案
に
対
し
て
、
大
坂
御
用
達
中
は
、
十
二
月
に
「
御
請
」
を

し
た
。

　

な
お
元
治
元
年
「
屋
敷
引
払
之
節
」
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
米
紙
代
銀
其
外

過
ル
子
秋
引
払
之
節
致
御
預
ケ
置
候
分
、当
暮
御
取
引
江
可
致
御
立
用
候
」、「
別

段
仕
法
銀
御
預
ケ
利
廻
致
御
頼
有
之
分
ハ
、
行
形
之
通
り
御
預
り
被
成
下
度
候

事
」
と
あ
る
の
で
、
大
坂
蔵
屋
敷
引
き
払
い
の
さ
い
、
米
・
紙
の
預
け
お
い
た

も
の
の
あ
っ
た
こ
と
、大
坂
御
用
達
か
ら
借
銀
を
す
る
一
方
で
、「
仕
法
銀
」（
特

別
会
計
の
諸
仕
組
銀
か
）
を
大
坂
御
用
達
に
預
け
て
利
殖
し
て
い
た
こ
と
、
な

ど
が
窺
え
る
。「
当
暮
御
取
引
金
相
場
之
儀
ハ
、
当
度
之
仕
廻
相
場
」
で
あ
る

と
の
認
識
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
頃
の
大
坂
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
大
幅
な
銀

安
の
相
場
で
あ
っ
た
。

　

明
治
元
年
五
月
の
政
府
布
告
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る（

６
）。

　
　

丁
銀
・
豆
板
銀
通
用
停
止
御
布
告

今
般
貨
幣
定
価
御
取
調
之
上
、
丁
銀
・
豆
板
銀
之
儀
停
止
被
仰
出
候
間
、

是
迄
銀
名
を
以
テ
貸
借
有
之
候
向
者
、
其
取
引
致
シ
候
節
之
年
月
日
ノ
相

場
ニ
ヨ
リ
テ
金
銭
仕
切
ニ
相
改
可
申
候
、
旧
来
之
丁
銀
・
豆
板
銀
共
所
持

之
者
ハ
、
近
日
御
改
製
之
新
金
銭
を
以
テ
御
買
上
相
成
候
間
、
追
行
其
筋

ヨ
リ
会
計
官
貨
幣
司
へ
可
申
出
者
也

　
　

五
月　
　
　

行
政
管

　

こ
こ
で
の
重
要
事
項
は
、
幕
府
発
行
の
丁
銀
・
豆
板
銀
の
停
止
と
、
銀
目
廃

止
（
金
直
し
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
に
よ
る
安
政
～
慶
応
期
の
鋳
造

金
銀
貨
幣
は
、
金
貨
が
一
両
小
判
・
二
分
判
（
二
分
の
一
両
）・
二
朱
判
（
八

分
の
一
両
）、
銀
貨
が
一
分
判
（
四
分
の
一
両
）・
一
朱
判
（
一
六
分
の
一
両
）

が
残
っ
て
、流
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た（

７
）。

万
延
の
改
鋳
金
銀
が
ベ
ー
ス
に
な
り
、

外
に
大
量
の
藩
札
が
出
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
銀
目
廃
止
・
金
直
し

は
、
大
坂
で
の
銀
安
相
場
の
状
況
下
で
行
わ
れ
た
の
で
、
藩
の
大
坂
借
銀
が
事

実
上
大
幅
な
削
減
と
な
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

戊
辰
戦
争
の
お
り
に
は
、
政
府
に
戦
争
資
金
は
な
く
、
金
沢
藩
や
三
井
・
小

野
組
に
軍
資
金
を
出
さ
せ
、
か
わ
り
に
金
札
を
発
行
し
て
与
え
た
り
、
明
治
元

年
閏
四
月
十
九
日
の
「
陸
軍
編
制
」
に
よ
っ
て
、
諸
藩
か
ら
一
万
石
当
た
り
三

〇
〇
両
を
上
納
さ
せ
た
り
し
た（

８
）。

多
く
の
藩
が
戦
費
調
達
に
苦
し
む
な
か
で
、

山
口
藩
で
は
「
分
捕
り
物
」（
豊
前
・
石
見
占
領
地
の
収
入
等
を
指
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
）
が
あ
っ
た
の
で
、
切
り
抜
け
ら
れ
た
と
い
う（

９
）。

事
実
、
矢
野
健

太
郎
に
よ
れ
ば）

（（
（

、
萩
藩
は
慶
応
二
年
の
四
境
戦
争
の
結
果
、
石
見
大
森
代
官
所

領
・
浜
田
藩
領
、
豊
前
小
倉
藩
領
の
企
救
郡
を
占
領
・
統
治
し
（
明
治
元
年
か

ら
「
預
り
地
」、明
治
二
年
八
月
返
還
命
令
）、こ
の
間
大
森
宰
判
で
の
収
入
（
本

途
物
成
二
万
石
余
）
の
半
分
以
上
が
萩
藩
へ
と
送
ら
れ
た
と
い
う
。
企
救
郡
宰

判
で
の
本
途
物
成
は
二
万
石
余
、
こ
れ
も
軍
事
費
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
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明
治
元
年
閏
四
月
十
九
日
の
布
令）

（（
（

は
、「
一
時
ノ
権
法
ヲ
以
金
札
御
製
造
被

仰
出
、（
中
略
）
当
辰
年
よ
り
来
ル
辰
年
マ
テ
十
三
ケ
年
間
、
皇
国
一
円
通
用

可
有
之
候
」、「
金
札
御
製
造
ノ
上
、
列
藩
石
高
ニ
応
シ
万
石
ニ
付
一
万
両
ツ
ヽ

拝
借
被
仰
付
候
」、「
返
納
之
儀
ハ
必
ス
其
金
札
を
以
テ
毎
年
暮
其
金
高
ヨ
リ
一

割
ツ
ヽ
差
出
シ
、来
辰
年
迄
十
三
ケ
年
ニ
テ
上
納
済
切
ノ
事
」と
い
い
、金
札（
太

政
官
札
）
を
一
三
年
間
発
行
し
て
全
国
に
流
通
さ
せ
、
諸
藩
に
万
石
に
付
き
一

万
両
ず
つ
を
貸
与
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
翌
明
治
二
年
九
月
に
は
、
金

札
の
う
ち
大
札
が
僻
遠
の
地
に
行
き
届
き
が
た
い
と
し
て
、「
今
般
民
部
省
通

商
司
ニ
於
テ
、
弐
分
・
壱
分
・
弐
朱
・
壱
朱
等
小
札
至
急
ニ
製
造
、
追
々
引
替

ニ
相
成
候
」
と
、
民
部
省
札
の
発
行
に
踏
み
切
っ
た
。

　

明
治
元
年
十
一
月
に
は
、
山
口
藩
は
函
館
戦
争
の
軍
費
と
し
て
、
大
蔵
省
か

ら
金
札
七
万
六
〇
〇
〇
両
を
借
り
て
い
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る）

（（
（

。

　
　
本
紙
大
蔵
省
へ
留
置
ト
記
有
之

　
　
　
　

差
上
申
御
勘
定
仕
訳
御
請
書

　

一
金
札
七
万
六
千
両　
　

辰
十
一
月
於
大
坂
五
度
ニ
御
請
仕
候
分

　
　
　
　

内

　
　

金
札
九
千
六
百
両　

	

於
大
坂
山
東
市
郎
殿
急
御
入
用
之
節
、
正
金
六
千
両

相
納
候
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

金
楮
時
相
場
ヲ
以
差
引
相
成
候
分　

但
、
正
金
百
両

ニ
付
金
札
百
六
十
両
替

　
　

金
札
弐
万
八
千
九
両
壱
分
永
拾
四
文　

米
・
砂
糖
ニ
而
上
納
済

　
　
　

小
以

　
　

金
三
万
七
千
六
百
九
両
壱
分
永
拾
四
文

　
　

元
ト
差
引

　
　

金
札
三
万
八
千
三
百
九
十
両
弐
分
・
永
弐
百
三
拾
六
文

　

明
治
元
年
十
一
月
に
「
箱
館
生
産
方
入
用
」
の
米
・
塩
等
を
廻
漕
す
る
た
め

に
、
大
坂
で
五
度
に
わ
た
り
金
札
を
借
り
た
。
返
納
は
、「
正
金
百
両
ニ
付
金

札
百
六
十
両
替
」、
つ
ま
り
正
金
一
〇
〇
に
対
し
て
金
札
六
二
・
五
の
和
市
で

あ
り
、
金
札
価
値
は
正
金
の
三
分
の
二
以
下
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
返
済
が

滞
っ
て
い
る
の
は
、「
箱
館
表
変
動
ニ
付
、廻
漕
難
相
成
囲
置
候
而
減
石
相
立
候
」

等
の
理
由
で
あ
っ
た
。

　

明
治
二
年
の
初
め
、
藩
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
大
坂
御
用
達
に
申
し
入
れ
た）

（（
（

。

　
　
　

明
治
弐
己
巳
歳

　

一	

二
月
七
日
御
差
引
方
佐
々
木
小
治
郎
様
よ
り
御
渡
相
成
候
御
書
付
案
文
左

之
通

　
　
　

但
、
惣
中
江
御
通
達
被
下
候
様
ト
被
仰
聞
候

　
　
　
　
　

覚

　

一
金
壱
両
ニ
付

　
　

銀
百
六
拾
目
九
分
八
厘
七
毛
弐
払
五　
　

　

一
銭
壱
貫
文
ニ
付　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

銀
拾
五
匁
八
分
壱
厘
五
毛
八
払　
　

　
　

	
右
元
年
来
之
借
銀
幷
ニ
別
段
致
御
預
ケ
置
候
銀
共
ニ
、
過
ル
寅
年
以
前
之

儀
ニ
付
、
此
度
御
沙
汰
之
趣
ニ
寄
、
前
書
之
和
市
立
ヲ
以
金
直
ニ
し
て
可

致
御
取
引
候
事

五



　
　
　
　
　

巳
正
月

　

金
一
両
＝
銀
一
六
一
匁
の
和
市
で
の
金
直
し
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
和
市
は
こ
の
こ
ろ
の
大
坂
相
場
を
反
映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、

大
幅
な
銀
安
の
和
市
の
も
と
で
の
借
銀
ほ
か
の
金
直
し
は
、
藩
借
銀
の
大
幅
な

削
減
を
意
味
す
る
。

　

明
治
二
年
六
月
に
は
、
政
府
は
金
札
の
通
用
を
企
図
し
て
、
一
万
石
に
二
五

〇
〇
両
ず
つ
の
金
札
を
割
り
渡
し
、諸
藩
か
ら
同
額
の
正
金
を
上
納
さ
せ
た）

（（
（

（
山

口
藩
三
七
万
石
と
す
る
と
、
九
万
二
五
〇
〇
両
相
当
）。

　

明
治
二
年
は
凶
年
で
あ
り
、
ま
た
山
口
藩
の
国
元
で
は
翌
年
に
か
け
て
脱
退

騒
動
が
起
こ
っ
て
い
た
。
表

（
２
）
は
、
山
口
藩
（
本
藩
）

の
六
カ
年
平
均
物
成
高
で
あ

る
。
明
治
二
年
分
が
か
な
り

落
ち
込
ん
で
お
り
、
防
長
で

も
こ
の
年
が
か
な
り
の
凶
年

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
の
領
内
和
市
は
、
金

一
両
＝
藩
札
七
五
匁
で
あ

る
。ち
な
み
に
こ
の
年
の「
御

買
米
直
段
」
南
石
は
、
一
斗

六
升
二
合
替
え
、
す
な
わ
ち

米
一
石
＝
藩
札
六
一
七
匁

（
金
八
・
二
両
）
で
あ
り
、
飛
び
抜
け
て
高
い
。
こ
の
表
か
ら
は
、
山
口
藩
（
本

藩
領
）
の
こ
の
期
の
正
租
は
、
米
二
〇
万
三
六
九
五
石
余
と
銀
一
三
二
一
貫
目

余
、
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
藩
領
石
高
は
、
七
三
万
一
八
〇
〇
・
七
五
七

八
石
で
あ
り
、宝
暦
検
地
高
に
そ
の
後
の
新
開
高
を
加
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

明
治
二
年
四
月
に
は
、
金
札
の
価
格
低
下
が
顕
著
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
行
政

官
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

即
今
内
外
莫
太
之
御
失
費
相
重
、
人
民
困
窮
ニ
及
候
ニ
付
、
金
札
御
施
行

相
成
一
般
融
通
為
致
、
上
下
之
疲
弊
御
救
助
可
相
成
御
主
意
ニ
候
処
、
近

来
格
別
下
落
、
人
民
窮
迫
ニ
立
至
候
儀
者
、
畢
竟
五
官
府
縣
藩
共
心
得
違

之
者
有
之
、
拝
借
金
月
給
等
両
替
屋
ニ
於
て
、
正
金
ニ
引
替
遣
払
候
よ
り
、

大
ニ
下
々
之
疑
念
を
生
シ
、
正
金
ハ
日
々
引
上
ケ
、
金
札
ハ
日
々
下
落
シ
、

正
金
・
金
札
と
茂
不
融
通
を
醸
シ
候
次
第
ニ
而
、
逐
々
下
々
産
業
を
取
失

候
様
可
立
至
、
別
而
金
札
御
施
行
之
御
主
意
ニ
茂
相
戻
り
、
以
之
外
之
事

ニ
候
、
就
而
ハ
五
官
府
藩
縣
厚
ク
御
主
意
を
相
奉
戴
シ
、
惣
而
金
札
を
以

遣
払
い
候
様
可
致
、
云
々

　

あ
ま
つ
さ
え
こ
の
年
は
「
悪
金
」「
贋
金
」
が
横
行
し
て
お
り
、
外
国
か
ら

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
、
十
一
月
大
蔵
省
は
「
贋
金
引
替
金
札
之
儀
、
表
高
壱
万
石

ニ
付
先
ツ
三
百
両
之
当
り
を
以
、
御
下
ケ
渡）

（（
（

」
し
を
命
じ
た
。
明
治
二
年
七
月

十
日
、政
府
は
「
天
下
一
般
銭
相
場
、金
壱
両
ニ
付
拾
貫
文
ニ
御
定
相
成
候
」
と
、

金
一
両
＝
銭
一
〇
貫
文
の
和
市
定
を
行
っ
た
。

　

明
治
二
年
六
月
十
七
日
、
版
籍
奉
還
が
行
わ
れ
る
。
同
月
行
政
官
か
ら
毛
利

宰
相
中
将
（
敬
親
）
を
「
権
大
納
言
・
従
二
位
」
に
任
じ
、
太
政
官
か
ら
高
一

表（２）　山口藩６カ年平均物成額
年次 物成米（石） 物成銀（貫目） 「御買米直段」南石

元治１ 211835.64553 1320.571807 0.679石替え。米１石＝147匁。
慶応１ 210055.01582 1321.114343 0.387石替え。米１石＝258匁。
慶応２ 202872.06594 1321.849857 0.197石替え。米１石＝507匁。
慶応３ 213133.93771 1321.841673 0.26石替え。米１石＝384匁。
明治１ 207549.98176 1321.750883 0.311石替え。米１石＝321匁。
明治２ 176683.41323 1321.869873 0.162石替え。米１石＝617匁。
合計 1222130.05999 7928.998436

平均 203695.01000 1321.499739 物成銀は、金１両＝藩札75匁の和市で、
金17619両余。

外ニ
付加税・
雑税 24032.54112 851.247280

又外
馳走米銀 25923.41234 11.513997 金１両＝藩札75匁替。
石高731800.7578石。金１両＝藩札75匁替。
出典：毛利家文庫「政理」218「山口藩・豊浦藩・清末藩六ケ年平均郷村高」。
参考：明治３年0.275石替え、米１石＝363匁。同４年0.378石替え、同＝264匁。
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〇
万
石
永
世
下
賜
を
伝
え
、毛
利
少
将
（
元
徳
）
を
「
参
議
・
従
三
位
」
に
任
じ
、

六
月
四
日
元
徳
の
家
督
を
認
め
た
。
元
徳
は
山
口
藩
知
事
に
任
命
さ
れ
た
。
毛

利
左
京
亮
元
敏
は
豊
浦
藩
知
事
、
毛
利
淡
路
守
元
蕃
は
徳
山
藩
知
事
、
毛
利
讃

岐
守
元
純
は
清
末
藩
知
事
、吉
川
駿
河
守
経
健
は
岩
国
藩
知
事
に
任
命
さ
れ
た
。

な
お
、
明
治
二
年
九
月
二
十
六
日
元
徳
は
、「
今
般
箱
館
表
依
御
軍
功
、
高
弐

万
六
千
石
三
年
間
下
賜
之
旨
、
従
朝
廷
被
仰
出
」
と
、
函
館
戦
争
で
の
戦
功
に

よ
り
三
年
間
高
二
万
六
〇
〇
〇
石（
石
高
の
二
五
％
に
当
た
る
米
六
五
〇
〇
石
）

を
下
賜
さ
れ
た）

（（
（

。
こ
れ
ら
の
賞
秩
が
、
藩
債
の
償
還
、
朝
廷
へ
の
献
納
と
ど
う

関
る
か
は
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

明
治
二
年
六
月
、
政
府
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
布
令
が
出
さ
れ
、
同
年
十
月
中

に
提
出
を
求
め
ら
れ
た）

（（
（

。

　

一	

従
来
支
配
地
総
高
幷
現
米
惣
高
取
調
可
申
出
事　

但
、
免
ハ
五
ケ
年
平
均

ヲ
以
テ
取
調
可
申
出
事

　

一
諸
産
物
及
諸
税
数
取
調
可
申
出
事

　

一
公
廨
一
ケ
年
之
費
用
取
調
可
申
出
事

　

一
職
制
職
員
取
調
可
申
出
事　

但
、
重
立
候
職
員
ハ
人
撰
可
相
伺
事

　

一	

藩
士
兵
卒
員
数
取
調
可
申
出
事　

但
、
従
前
之
禄
幷
扶
持
米
遣
居
候
高
取

調
可
申
出
事

　

一	

現
石
十
分
之
一
ヲ
以
テ
家
禄
可
被
相
定
候
事　

但
、
石
高
外
諸
雑
税
モ
可

準
之
事

　

一
支
配
地
惣
絵
図
可
差
出
事

　

一
支
配
地
人
口
・
戸
数
取
調
可
申
出
事

　

こ
の
布
告
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
の
が
、「
山
口
藩
従
前
支
配
地
総
高
其
外）

（（
（

」

で
あ
り
、
表
（
３
）・
表
（
４
）
に
示
し
た
。

　

表
（
３
）
に
よ
れ
ば
、
本
藩
領
石
高
は
七
一
万
三
六
六
六
石
（
宝
暦
検
地
高

七
〇
万
九
〇
七
八
石
に
そ
の
後
の
新
開
高
を
加
え
た
も
の
）、
支
藩
領
石
高
は

二
七
万
四
三
三
八
石
、
防
長
惣
高
は
合
計
九
八
万
八
〇
〇
四
石
と
な
る
。
冒
頭

表（３）　従来支配地総高幷現米銀惣高（明治３年７月）
項目 石高（石） 米（石） 通用藩札

（貫目） 備考

周防・長門石高 369411
外ニ新田打出 618593
防長石高合 988004
内
支藩エ配地新田高打出共 274338
残り（本藩領高） 713666
此実（本藩領正租・雑税）
此実（収納高） 221543 2052.76
内
正租 206990 1161.90 銭116190貫文（通用藩札銀１匁＝100文）
雑税 14553 890.86 通用藩札ヲ以
その他
座頭・瞽女助情米銀 2390 8.20 相持救トシテ地下ヨリ取立、夫々配当申付候

地下馳走米（石別４升） 25453 9.40 追々宥免申付度心得ニ御座候、此二廉定税ニ
無御座候

正租・雑税・その他合計 249386 2070.36
加工表（石高）
本藩領石高 713665 本藩領72.2％
豊浦藩石高 124063 （清末藩領を含む）
徳山藩石高 69053
岩国藩石高 81221 ３支藩領合274337石
防長両国石高 988002 記載値988004石
諸産物及諸税数
生蠟（単位両） 480 通用藩札を以取立、１両＝通用藩札75匁
石炭（単位両） 320

無税産物 塩・木綿・陶器・干鮑・干瀬貝・煎海鼠・鱶鰭・鯨油・茶・蜂蜜・蕨粉・辨
柄・緑礬・櫛

半帋・黒保紙 右二廉ハ仕入米銀を以取立ル
出典：県庁伝来旧藩記録306「山口藩従前支配地総高其外」（明治３年７月）。
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の
周
防
・
長
門
石
高
三
六
万
九
四
一
一
石
は
、
朱
印
高
（
表
高
）
で
あ
る
。
本

藩
領
正
租
は
、
米
二
〇
万
六
九
九
〇
石
と
通
用
藩
札
一
一
六
一
・
九
貫
目
、
同

雑
税
・
そ
の
他
は
米
四
万
二
三
九
六
石
と
通
用
藩
札
九
〇
八
・
四
六
貫
目
で
あ

り
、
正
租
・
雑
税
・
そ
の
他
を
合
計
す
る
と
、
米
二
四
万
九
三
八
六
石
と
通
用

藩
札
二
〇
七
〇
・
三
六
貫
目
と
な
る
。「
定
税
」
で
は
な
い
地
下
馳
走
米
石
別

四
升
の
二
万
五
四
五
三
石
と
九
・
四
貫
目
が
あ
が
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
領
内
和
市
は
、金
一
両
＝
通
用
藩
札
七
五
匁
＝
銭
七
・

五
貫
文
で
あ
る
。

　

表
（
４
）
は
、「
現
石
十
分
之
一
」
の
家
禄
分
（
毛
利
家
の
私
費
）
を
除
い

た
も
の
を
公
廨
分
（
役
所
、官
物
の
公
費
「
現
石
之
十
分
之
九
」）
の
請
に
立
て
、

「
公
廨
エ
当
ル
費
用
」、つ
ま
り
公
廨
分
の
払
を
差
し
引
い
て
、「
受
払
差
引
」（
決

算
）
と
し
て
い
る
。
公
廨
分
の
現
石
を
〇
・
九
で
除
す
と
、
表
（
３
）
の
本
藩

領
正
租
・
雑
税
・
そ
の
他
の
合
計
、
米
二
四
万
九
三
八
六
石
と
通
用
藩
札
二
〇

七
〇
・
三
六
貫
目
が
出
る
。
さ
て
公
廨
分
払
の
内
訳
を
見
る
と
、
会
計
局
所
轄

の
一
項
目
に
「
諸
借
償
年
賦
返
済
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
た
め
に
銀
支
出
が
三

万
貫
目
近
く
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
会
計
局
所
轄
の
「
士
族
・
卒
族
其
外

給
禄
」
は
、
采
地
返
上
を
経
て
減
額
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
軍
事
局
所
轄

の
払
が
大
き
い
の
は
、「
近
年
戦
争
打
続
、
分
過
之
兵
員
ヲ
募
リ
、
其
他
不
得

止
事
大
段
之
入
費
相
嵩
候
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

　
「
受
払
差
引
」、
つ
ま
り
請
か
ら
払
を
引
い
て
決
算
を
す
る
と
、
三
一
万
四
五

四
一
両
の
不
足
（
赤
字
）
と
な
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
和
市
は
、
金
一

両
＝
通
用
藩
札
七
五
匁
、
米
〇
・
三
石
替
え
（
米
一
石
＝
通
用
藩
札
三
三
三
・

三
匁
）で
あ
る
。
米
価
が
極
め
て
高
い
。
こ
の
こ
ろ
の「
御
買
米
直
段
」南
石
は
、

明
治
二
年
が
〇
・
一
六
二
石
替
え
（
米
一
石
＝
六
一
七
匁
）、
明
治
三
年
が
〇
・

二
七
五
石
替
え
（
同
三
六
三
・
六
匁
）、
明
治
四
年
が
〇
・
三
七
八
石
替
え
（
同

二
六
四
・
六
匁
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
〇
・
三
石
替
え
は
、
怪
し
む
に
は
足
り
な

い
。
三
一
万
四
五
四
一
両
の
不
足
は
、
一
見
多
額
に
見
え
る
が
、
右
の
和
市
を

使
っ
て
米
額
に
直
す
と
、
約
七
万
石
（
七
万
〇
七
七
八
・
八
石
）
に
縮
む
。
戦

費
が
嵩
ん
だ
割
に
は
、
意
外
に
不
足
が
少
な
い
。

表（４）　公廨一ケ年費用（明治３年７月）
項目 米（石） 銀（貫目） 備考

現石拾分之一ヲ以テ家禄エ引
残右之辻＝公廨分（請） 224448 1863.330	 家禄は、米24938石・銀207貫目となる。

内
公廨エ当ル費用（払） 152278 49510.640	
内訳
会計局（朝覲諸用・軍資金上
納・京師東京大坂藩邸・山口
公廨営繕・諸局雑用・官員役
給・諸借償年賦返済・士卒救
米・褒資其他諸費）

16668 29775.980	

会計局（士族卒族其外給禄） 113715 380.540	
民事局（郡村諸普請賑貸□免
否起飯米人馬傭役諸用地租其
他諸費）

4834 1271.240	

軍事局（常備兵隊飯料月俸陣
屋営作銃創人扶助大小砲買入
鋳造弾薬製造軍艦運輸同修覆
其他諸費）

13540 16793.650	

学校（黌内幷医院郷校入費外
国其他遊学諸費 3521 1289.230	

受払差引 72170 -47647.310	

不足金（両） 314541.000	
不足銀之内エ残り米ヲ平均直段百目ニ付
三斗替之銀ニシテ償之、其余不足銀ヲ両
別七拾五匁替之金ニシテ（米は３斗替え、
つまり１石＝333.3匁。金１両＝銀75匁。）

右公廨一ケ年之費用取調可申出ト之御沙汰ヲ以詮議仕候処、将来之目的難相立ニ付、先従前一
ケ年之費用公廨家禄ト取分、公廨ニ当ル分前書之通余分不足ニ至リ候処、近年戦争打続分過之
兵員ヲ募リ、其他不得止事大段之入費相嵩候付、種々繰巻ヲ以テ仮成ニ一旦其期ヲ相凌候末ニ
付、右不足立償之出目無之、加之以往天災・非常之手当等モ無之、旁難渋至極之儀ニ付而者、
急度量入為出之規則相立、諸事改革仕、前件費用向省略可遂吟味ト奉存候段、去巳（明治２年）
十月御届奉申上候通ニ御座候事
出典：県庁伝来旧藩記録306「山口藩従前支配地総高其外」。
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明
治
二
年
十
二
月
に
は
、
太
政
官
か
ら
新
貨
幣
鋳
造
に
向
け
て
の
二
つ
の
布

告
が
出
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

先
般
御
布
告
有
之
候
通
、
追
テ
新
貨
幣
御
鋳
造
、
御
国
内
金
銀
貨
幣
御
改

正
、
昨
年
御
施
行
之
楮
幣
ハ
、
追
々
御
引
替
可
相
成
儀
ニ
附
、
諸
藩
ニ
於

テ
旧
幕
府
ヨ
リ
許
可
ヲ
受
、
従
前
製
造
之
楮
幣
、
以
来
モ
数
ヲ
増
益
候
儀

厳
禁
被
仰
出
候
間
、
是
迄
製
造
惣
高
取
調
、
来
午
ノ
二
月
中
迄
ニ
、
大
蔵

省
へ
可
差
出
候
、
且
御
一
新
之
後
府
藩
縣
ニ
於
テ
楮
幣
製
造
之
向
者
、
以

来
通
用
停
止
被
仰
出
候
間
、
此
段
相
達
候
事

　
　
　
　

但
、
製
造
無
之
府
藩
縣
者
、
其
趣
早
々
同
省
へ
可
届
出
事

　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

昨
年
兵
馬
紛
擾
之
際
、
御
用
途
御
多
端
ニ
付
、
楮
幣
御
施
行
、
一
旦
之
急

被
為
凌
候
得
共
、
右
楮
幣
之
高
ハ
全
ク
国
債
ニ
相
成
、
当
年
ヨ
リ
ハ
国
債

可
相
償
筈
之
処
、
豈
計
諸
道
不
実
、
奥
羽
諸
国
殆
皆
無
ニ
属
シ
、
当
節
歳

入
総
計
ニ
テ
百
万
石
余
之
御
不
足
ニ
相
成
候
付
、
非
常
之
節
倹
被
仰
出
候

外
ハ
無
之
場
合
ニ
立
至
り
候
間
、
諸
官
員
□
府
藩
縣
ニ
於
テ
モ
、
猶
更
節

倹
ヲ
主
ト
シ
、可
成
丈
ケ
冗
費
ヲ
省
キ
御
用
途
万
分
之
一
ヲ
モ
補
益
候
様
、

篤
与
相
心
得
可
申
事

　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

　

前
者
は
、
新
貨
幣
鋳
造
に
向
け
て
、
旧
藩
で
発
行
さ
れ
て
き
た
藩
札
を
、
以

後
増
刷
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
こ
れ
ま
で
の
藩
札
高
を
翌
三
年
二
月
ま
で
に
大
蔵

省
へ
届
け
よ
と
い
う
重
要
な
内
容
で
あ
る
。

　

後
者
は
、
明
治
元
年
の
「
兵
馬
紛
擾
之
際
」
に
「
御
用
途
御
多
端
」（
軍
費

捻
出
等
）
の
た
め
に
発
行
し
た
金
札
（
太
政
官
札
）
は
、
本
来
は
当
明
治
二
年

か
ら
「
国
債
」
と
し
て
償
還
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、「
奥
羽
諸
国
殆
皆
無
」（
飢

饉
）
に
よ
っ
て
歳
入
が
一
〇
〇
万
石
余
も
不
足
し
償
還
で
き
な
い
の
で
節
倹
を

用
い
よ
、
と
い
う
。
明
治
二
年
は
、
山
口
藩
国
元
に
お
い
て
も
凶
年
で
あ
っ
た
。

　
　
　

二　

明
治
初
年
の
和
市
変
動
と
藩
札

　

明
治
三
年
三
月
、
政
府
よ
り
藩
札
「
製
造
惣
高
」
を
早
く
大
蔵
省
へ
届
け
る

よ
う
催
促
が
あ
っ
た）

（（
（

。

諸
藩
ニ
於
テ
旧
幕
府
よ
り
許
可
ヲ
請
、
従
前
製
造
之
楮
幣
、
以
来
其
数
を

増
益
致
候
儀
厳
禁
被
仰
付
候
間
、
是
迄
製
造
惣
高
取
調
、
巳
（
午
）
二
月

中
可
差
出
段
、
大
蔵
省
よ
り
昨
年
御
沙
汰
之
趣
ニ
付
而
者
、
御
取
調
可
相

成
と
存
候
、
云
々

　

前
掲
明
治
二
年
十
二
月
五
日
の
太
政
官
布
告
を
受
け
て
、
二
月
中
に
出
す
べ

き
届
け
が
遅
れ
て
い
る
の
で
、
早
く
出
せ
と
の
催
促
で
あ
る
。

　

藩
札
に
つ
い
て
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
文
政
十
二

年
～
天
保
二
年
（
一
八
二
九
～
三
一
）
の
一
万
五
〇
〇
〇
貫
目
の
大
増
刷
（
第

一
次
大
増
刷
と
呼
ぼ
う
）に
よ
る
藩
札
価
値
の
三
分
の
二
へ
の
減
価
を
う
け
て
、

増
刷
は
当
分
の
間
控
え
ら
れ
て
い
た
。
萩
札
の
大
増
刷
に
よ
る
価
値
下
落
の
教

訓
、
隣
藩
広
島
藩
の
藩
札
大
下
落）

（（
（

の
教
訓
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
安
政
五
年
～
元
治
元
年
（
一
八
五
八
～
六
四
）
の
七
年
間
で
、
二
万
五
〇
〇

〇
貫
目
も
の
大
増
刷
（
第
二
次
大
増
刷
）
に
踏
み
切
っ
た
。
元
治
元
年
ま
で
の

藩
札
出
高
は
四
万
八
五
五
六
貫
目
余
、
金
一
両
＝
藩
札
七
五
匁
の
和
市
で
六
四
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万
七
四
一
五
両
と
な
る
。

　

そ
の
次
の
大
増
刷
（
第
三
次
大
増
刷
）
は
い
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
三

年
（
一
八
七
〇
）
三
月
八
日
藩
知
事
の
決
済
を
う
け
、
三
月
二
十
九
日
に
大
蔵

省
へ
届
け
ら
れ
た
の
が
つ
ぎ
の
史
料
で
あ
る）

（（
（

。

　

午
三
月
八
日
及
御
聞

　
　
　

覚

　

一
藩
札
拾
三
万
貫
目

　
　

此
金
弐
百
三
万
千
弐
百
五
拾
両

　
　
　

但
、
当
今
平
均
通
用
相
場
、
両
別
六
拾
四
匁
替
之
金
に
し
て

　
　

	

右
今
般
御
沙
汰
之
旨
を
以
、
藩
内
融
通
之
楮
幣
取
調
候
処
、
享
保
年
以
来

旧
幕
府
申
出
之
上
製
造
之
惣
高
前
書
之
通
御
座
候
、
此
段
御
届
仕
候
様
、

山
口
表
よ
り
申
付
越
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
藩
公
用
人

　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宍
道
直
記

　
　
　
　
　

大
蔵
省
江

　
　

庚
午
三
月
廿
九
日
御
届
成
ル

　

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
年
三
月
段
階
で
山
口
藩
の
藩
札
出
高
は
一
三

万
貫
目
、
一
両
＝
藩
札
六
四
匁
の
和
市
で
金
二
〇
三
万
一
二
五
〇
両
に
な
る
と

い
う
。
元
治
元
年
の
出
高
か
ら
八
万
一
四
四
四
貫
目
の
増
、
金
に
し
て
一
三
八

万
三
八
三
五
両
の
増
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
増
刷
で
あ
る
。
こ
れ
に
時
期
が
近
い

と
み
ら
れ
る
の
が
、
つ
ぎ
の
史
料
で
あ
る）

（（
（

。

　
　

当
今
出
札
拾
壱
万
千
貫
目
余
江
、
以
往
出
来
積
り
三
万
貫
目
加
入
ニ
し
て

　
　
　

藩
札
拾
四
万
千
貫
目
余

　
　
　

通
用
平
均
和
市
両
別
六
拾
四
匁
替
之
金
ニ
し
て

　
　
　
　

弐
百
弐
拾
万
両
余

　

こ
の
史
料
は
、「
文
政
十
年
札
銀
年
限
御
願
継
一
件
」
と
い
う
、
幕
府
に
二

五
年
ご
と
に
藩
札
発
行
の
許
可
を
願
う
申
請
書
写
の
最
終
丁
（
嘉
永
六
年
の
も

の
）
に
、
付
紙
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
何
時
こ
の
付

紙
が
書
か
れ
た
か
で
あ
る
。「
当
今
出
札
」
が
一
一
万
一
〇
〇
〇
貫
目
で
、
こ

れ
か
ら
さ
ら
に
増
刷
予
定
の
三
万
貫
目
を
加
え
て
、
最
終
的
に
は
一
四
万
一
〇

〇
〇
貫
目
と
な
る
予
定
で
あ
る
。
前
掲
明
治
三
年
三
月
時
点
で
の
届
出
出
札
一

三
万
貫
目
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
よ
り
前
に
書
か
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

ま
た
、
こ
の
付
紙
の
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
動
機
は
、
明
治
二
年
十
二
月

五
日
の
太
政
官
布
告
（
藩
札
「
増
益
」
の
禁
止
と
「
製
造
惣
高
」
の
届
出
）
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
だ
け
の
大
増
刷
が
、
和
市
変
動
に
表
れ
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
、
そ
の

観
点
か
ら
金
一
両
が
藩
札
で
何
匁
で
あ
る
か
の
和
市
変
動
を
表
（
５
）
に
示

し
た）

（（
（

。「
諸
仕
組
銀
請
払
幷

貸
捌
帳
」
に
記
載
す
る
「
両

替
請
之
座
」
と
「
両
替
払
之

座
」
の
文
久
元
年
～
慶
応
三

年
（
一
八
六
一
～
六
七
）
の

和
市
は
、
金
一
両
＝
藩
札
七

五
匁
で
一
貫
し
て
い
る
（
金

表（５）　両替請払之座の和市
　　　　　（金１両につき）

年次 正銀（匁） 札銀（匁）
文久１酉年 64.0 75.0
文久２戌年 64.0 75.0
文久３亥年
元治１子年
慶応１丑年 64.0 75.0
慶応２寅年 64.0
慶応３卯年 64.0 75.0
明治１辰年
明治２巳年１月 80.0
同２月・６月 85.0
同８月 75.0
同11月 71.7
明治３午年
明治４未年３月 64.0
同７月 63.0
出典：	県庁伝来旧藩記録647「諸仕組銀

請払幷貸捌帳」。

一
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口
相
場
は
「
判
座
大
黒
屋
六
兵
衛
」、
萩
相
場
は
「
金
場
頭
取
中
」
が
調
べ
た

も
の
で
あ
る
。
相
場
付
け
が
明
治
四
年
七
月
で
終
っ
て
い
る
の
は
、
七
月
十
四

日
が
廃
藩
置
県
布
告
の
日
で
あ
り
、
こ
の
日
の
藩
内
藩
札
抨
相
場
を
届
け
出
る

必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
幕
末
期
の
金
一
両
＝
藩
札
七
五
匁
か
ら
一
気
に
藩
札
安

に
転
じ
た
の
は
、
明
治
元
年
四
月
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
年
十
一
月
ま
で
続

く
。
表
（
５
）
の
数
値
で
補
う
と
、
明
治
二
年
六
月
ま
で
藩
札
安
が
続
い
て
い

る
。
こ
れ
は
戊
辰
戦
争
（
明
治
元
年
正
月
～
同
二
年
五
月
）
と
時
期
が
重
な
る
。

安
政
五
年
～
元
治
元
年
の
大
増
刷
後
の
つ
ぎ
の
大
増
刷
は
、
明
治
元
年
か
ら
同

二
年
の
戊
辰
戦
争
期
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
こ
の
戦
争
の
た
め
の
戦
費
調
達
で

あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

　

明
治
三
年
九
月
十
日
に
「
藩
制
」
が
太
政
官
か
ら
布
告
さ
れ
た
。
つ
ぎ
の
よ

う
に
い
う）

（（
（

。

一
両
＝
正
銀
六
四
匁
で
あ
る
か
ら
正

銀
に
対
し
て
札
銀
は
八
五
・
三
％
の

価
値
）。
そ
れ
が
明
治
二
年
正
月
に

は
八
〇
匁
、
同
二
月
・
六
月
に
は
八

五
匁
と
札
銀
安
と
な
り
、
同
八
月
に

も
と
の
七
五
匁
に
回
復
す
る
と
、
明

治
四
年
三
月
に
は
六
四
匁
、
同
四
月

六
三
匁
と
、
逆
に
高
値
に
な
っ
て
い

る
。

　

も
う
少
し
細
か
に
藩
札
相
場
を
慶

応
三
年
～
明
治
四
年
の
「
山
口
・
萩

金
子
抨
相
場
」
で
示
し
た
の
が
、
表

（
６
）
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
史
料
は
、
山

表（６）　山口・萩金相場
　　　　　（金１両＝藩札何匁）

年月 萩金相場（匁）山口金相場（匁）
慶応３年６月 75.45	
慶応３年７月 75.38	
慶応３年８月 75.48	
慶応３年９月
慶応３年10月 76.19	
慶応３年11月 76.53	
慶応３年12月 76.36	
明治１年１月 76.71	 77.13	
明治１年２月 77.68	 79.05	
明治１年３月 78.40	 77.88	
明治１年４月 83.44	
明治１年閏４月 85.93	 92.68	
明治１年５月 94.31	 96.00	
明治１年６月 91.91	 92.60	
明治１年７月 88.18	 89.88	
明治１年８月 91.09	 92.10	
明治１年９月 91.92	 92.35	
明治１年10月 92.51	 92.66	
明治１年11月 90.96	 83.75	
明治１年12月 71.20	
明治２年１月 70.50	
明治２年２月 63.50	
明治２年３月 66.25	
明治２年４月 62.50	
明治２年５月 75.69	 61.00	
明治２年６月 73.75	
明治２年７月 70.50	 56.00	
明治２年８月 70.15	 58.00	
明治２年９月 69.16	 59.85	
明治２年10月 69.62	 65.40	
明治２年11月 68.16	 65.20	
明治２年12月 64.62	 62.50	
明治３年１月 63.66	 64.00	
明治３年２月 63.39	 62.50	
明治３年３月 62.00	 60.57	
明治３年４月 62.75	 62.50	
明治３年５月 64.66	 65.00	
明治３年６月 66.10	 66.00	
明治３年７月 65.20	 64.80	
明治３年８月 64.00	 65.00	
明治３年９月 64.60	
明治３年10月 64.65	
明治３年閏10月 64.00	
明治３年11月 61.70	 63.00	
明治３年12月 60.07	 62.50	
明治４年１月 60.41	 63.22	
明治４年２月 62.65	 63.44	
明治４年３月 62.35	 63.10	
明治４年４月 62.00	 64.80	
明治４年５月 64.72	 67.50	
明治４年６月 67.62	 69.30	
明治４年７月 68.15	 69.58	
出典：	「士族」420・418・419「明治五年藩債其他御

届一件」。

※金１両＝藩札何匁。◦は表（５）の数値。
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今
般
藩
制
別
紙
之
通
被
仰
出
候
、
素
ヨ
リ
其
綱
領
ヲ
被
掲
候
儀
ニ
テ
、
節

目
施
設
之
方
ニ
至
テ
ハ
、
篤
ト
御
旨
意
ヲ
奉
體
シ
、
藩
々
其
宜
ヲ
斟
酌
シ
、

務
テ
旧
弊
ヲ
除
キ
、
有
名
無
実
ニ
不
渉
、
成
績
相
顕
候
様
盡
力
可
致
事

　
　
　
　

庚
午
九
月　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

　

こ
の
史
料
に
い
う
別
紙
「
藩
制
」
の
第
一
二
条
・
一
三
条
は
、
つ
ぎ
の
通
り

で
あ
る
。

　

一	

従
前
藩
債
ハ
一
藩
之
石
高
ニ
関
ス
ル
事
ニ
付
、
其
支
消
之
法
ハ
藩
債
之
総

額
ニ
ヨ
リ
支
消
之
目
途
ヲ
立
、
知
事
家
禄
、
士
卒
禄
其
他
公
廨
入
費
等
ヨ

リ
分
賦
シ
テ
可
償
却
事

　

一
従
来
藩
造
之
紙
幣
、
向
後
引
替
済
之
目
的
ヲ
可
相
立
事

　
　
　
　

庚
午
九
月　

　

藩
債
の
「
支
消
」（
償
還
）
は
、
そ
の
総
額
に
よ
っ
て
目
途
を
立
て
、
藩
知

事
家
禄
、
士
卒
禄
其
他
（
山
口
藩
で
は
地
下
馳
走
米
を
含
む
）
の
公
廨
入
費
等

か
ら
払
え
と
い
う
。
藩
札
に
つ
い
て
も
、「
引
替
済
之
目
的
」を
立
て
よ
と
い
う
。

　

こ
れ
は
容
易
な
ら
ざ
る
命
令
で
あ
り
、諸
藩
と
も
に
届
出
は
困
難
を
極
め
た
。

山
口
藩
で
も
翌
明
治
四
年
五
月
十
三
日
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う）

（（
（

。

藩
債
支
消
之
義
、
昨
年
九
月
別
帋
之
通
り
、（
中
略
）
於
当
藩
も
支
消
之

目
的
相
立
、
朝
廷
江
御
届
不
致
而
ハ
不
都
合
ニ
立
至
り
候
付
、
無
余
義
当

年
よ
り
家
禄
を
始
、
士
族
中
給
禄
十
ケ
一
之
出
米
申
付
候
、
云
々

　

そ
し
て
五
月
十
四
日
、
木
戸
孝
允
・
井
上
聞
多
・
杉
孫
七
郎
ほ
か
の
連
印
で

二
七
箇
条
の
「
改
正
調
印
」
を
定
め
た）

（（
（

。
そ
の
第
一
条
と
第
二
三
条
を
掲
げ
る
。

　

第
一

　
　

御
撫
育
合
併
之
上
者
、
会
計
全
権
之
命
ニ
非
サ
レ
ハ
、
出
納
ス
ル
ヲ
得
ス

　

第
廿
三

　
　

	

御
馳
走
石
四
升
ヲ
三
升
ニ
減
シ
、
其
残
高
ト
家
禄
ノ
十
分
一
士
族
給
禄
十

分
一
ヲ
以
テ
、
凡
三
万
石
余
ア
リ
、
五
両
二
歩
平
均
十
六
万
五
千
両
ヲ
得

ヘ
シ
、
二
十
五
年
ニ
テ
四
百
万
両
ト
ス
、
然
ル
ニ
借
財
・
藩
札
悉
皆
四
百

六
十
万
両
ア
リ
、
又
当
時
撫
署
宝
庫
ノ
現
在
金
凡
百
万
余
ノ
内
ヲ
以
テ
、

高
利
之
分
六
十
一
万
両
ヲ
返
却
ス
レ
ハ
、
借
金
高
凡
四
百
万
両
ト
ナ
ル
、

是
二
十
五
ケ
年
ニ
利
且
納
ト
成
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ヘ
シ

　

第
一
条
は
、
五
月
十
一
日
撫
育
署
の
会
計
局
へ
の
合
併
を
受
け
て
の
も
の
で

あ
る
。
第
二
三
条
は
、
藩
債
・
藩
札
償
還
の
方
途
を
言
っ
て
い
る
。
そ
の
原
資

の
一
つ
は
、
地
下
馳
走
米
で
あ
る
。「
御
馳
走
四
升
ヲ
三
升
ニ
減
シ
」
と
い
う

の
は
、
地
下
馳
走
米
を
こ
れ
ま
で
の
石
別
四
升
か
ら
三
升
へ
減
額
し
て
充
て
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
地
下
馳
走
米
石
別
四
升
は
、
前
掲
表
（
３
）
に
よ
れ

ば
二
万
五
四
五
三
石
と
八
・
二
貫
目
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
割
合
か
ら
い
う
と
、

石
別
三
升
は
、
約
一
万
九
〇
〇
〇
石
で
あ
る
。
こ
れ
と
家
禄
の
十
分
の
一
、
士

族
給
禄
の
十
分
の
一
を
合
わ
せ
て
、
約
三
万
石
（
米
一
石
＝
金
五
・
五
両
の
和

市
で
一
六
万
五
〇
〇
〇
両
、
二
五
年
で
四
一
二
万
五
〇
〇
〇
両
）
を
得
る
。
と

こ
ろ
で
藩
債
・
藩
札
は
全
部
で
四
六
〇
万
両
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
と
き
「
撫
署

宝
庫
」
に
あ
る
一
〇
〇
万
両
の
う
ち
か
ら
、
高
利
の
分
六
一
万
両
を
返
済
す
れ

ば
、
残
る
借
金
は
四
〇
〇
万
両
と
な
る
。
以
上
が
、
二
五
年
で
「
利
且
納
」（
年

賦
返
済
）
が
可
能
と
な
る
方
途
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
藩
債
・
藩
札
合

わ
せ
て
四
六
〇
万
両
で
あ
っ
た
と
い
う
情
報
は
、
大
変
重
要
で
あ
る
。
藩
札
が

一
二



前
述
の
よ
う
に
一
三
万
貫
目
（
一
両
＝
藩
札
六
四
匁
の
和
市
で
二
〇
三
万
一
二

五
〇
両
）
で
あ
る
か
ら
、
藩
債
は
残
る
二
五
六
万
八
七
五
〇
両
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

こ
こ
で
の
有
司
の
判
断
は
、
藩
札
も
借
銀
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
藩
借
銀
は

家
中
・
地
下
馳
走
米
で
も
っ
て
返
済
す
る
と
い
う
こ
の
藩
の
財
政
故
実
を
踏
ま

え
て
い
る
こ
と
、「
撫
署
宝
庫
」
の
金
と
い
え
ど
も
高
利
の
借
金
の
返
済
に
充

て
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
高
米
価
を
利
用
し
て
償
還
を
果
た
そ

う
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
疑
問
に
感
ず
る

の
は
、
地
下
馳
走
米
石
別
三
升
（
米
一
万
九
〇
〇
〇
石
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
返

済
原
資
三
万
石
の
六
三
・
三
％
を
占
め
る
。
も
う
一
つ
興
味
を
引
く
の
は
、
撫

育
金
一
〇
〇
万
両
の
う
ち
七
〇
万
両
を
朝
廷
に
献
納
し
た
と
の
「
伝
説
」
と
の

関
係
で
あ
る
。

　

二
日
後
の
五
月
十
六
日
、
藩
知
事
名
で
、「
石
別
四
升
之
馳
走
申
付
来
候
処
、

（
中
略
）
馳
走
四
升
之
内
一
升
之
辻
宥
免
申
付
候
」、
つ
ま
り
地
下
馳
走
米
を
石

別
三
升
に
減
ず
る
と
の
命
令
を
出
し
た）

（（
（

。

　

表
（
４
）
を
参
照
す
れ
ば
、
家
禄
は
二
万
四
九
三
八
石
余
と
通
用
藩
札
二
〇

七
貫
目
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
十
分
の
一
は
二
四
九
三
石
と
藩
札
二
〇
・
七
貫
目

で
あ
る
。
米
一
石
＝
五
・
五
両
（
藩
札
に
し
て
三
八
五
匁
）
は
高
米
価
で
あ
る

が
、
明
治
二
年
の
「
御
米
御
買
直
段
」
は
、
〇
・
一
六
二
石
替
え
（
一
石
＝
六

一
七
匁
）、
同
三
年
の
そ
れ
は
〇
・
二
七
五
石
替
え
（
一
石
＝
三
六
三
・
六
匁
）

で
あ
る
か
ら
、
あ
り
う
る
数
値
で
あ
る
。

　

藩
債
・
藩
札
の
償
還
に
つ
い
て
、
以
下
で
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
両

方
と
も
、
明
治
四
辛
未
年
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
が
大
き
く
影
響
し
て
い

る）
（（
（

。
貨
幣
ハ
天
下
一
定
之
品
ニ
可
有
之
之
処
、
従
来
諸
藩
ニ
お
い
て
各
種
之
紙

幣
を
製
、
其
通
用
価
位
区
々
ニ
相
成
、
不
都
合
之
事
ニ
候
、
今
般
廃
藩
ニ

付
而
者
、
総
而
今
七
月
十
四
日
之
相
場
を
以
、
追
而
御
引
換
相
成
候
条
、

此
旨
兼
而
可
相
心
得
事

　
　
　
　

辛
未
七
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

従
来
之
札
銀
、
七
月
十
四
日
之
相
場
を
以
太
政
官
よ
り
引
替
之
儀
、
別
紙

写
之
通
御
布
令
相
成
候
、
就
而
ハ
向
後
札
銀
相
場
高
下
無
之
筈
候
事

　
　
　

	

但
、
当
七
月
十
四
日
山
口
・
萩
抨
シ
相
場
、
札
銀
七
拾
目
金
壱
両
替
之

事

　
　

右
之
通
布
令
幷
掲
示
候
事

　
　
　
　

辛
未

　
　
　
　
　

七
月

　
　

右
之
通
御
承
知
、
可
被
成
其
御
沙
汰
候
、
已
上

　
　
　
　
　

七
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

糸
賀
大
属
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

各
郡

　
　
　
　
　
　
　

大
属
中
殿

　

貨
幣
は
「
天
下
一
定
之
品
」
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
藩
札
は
「
其
通
用
価
位

区
々
ニ
相
成
、不
都
合
」な
の
で
、廃
藩
置
県
の
七
月
十
四
日
の
相
場
を
も
っ
て
、

追
っ
て
発
行
す
る
新
札
と
引
き
換
え
る
と
い
う
。こ
の
太
政
官
布
令
を
受
け
て
、

県
で
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、「
当
七
月
十
四
日
山
口
・
萩
抨
シ
相
場
」
は
、「
札

一
三



銀
七
拾
目
金
壱
両
替
」
で
あ
り
、そ
れ
を
県
内
に
通
知
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
後
こ
の
和
市
が
、
領
内
藩
債
・
藩
札
償
還
の
基
準
と
な
っ
た
。

　

十
一
月
に
は
つ
ぎ
の
布
令
が
出
さ
れ
、
今
度
発
行
の
新
貨
一
円
と
金
札
一
両

を
等
価
と
し
て
取
り
交
え
て
通
用
せ
よ
と
い
う
。

新
貨
幣
追
々
御
発
行
相
成
候
就
テ
者
、
新
貨
条
例
之
通
相
心
得
、
取
交
通

用
可
致
旨
及
布
令
候
処
、
新
貨
を
以
て
金
札
と
引
替
候
節
、
兎
角
多
分
之

差
相
立
不
都
合
之
次
第
有
之
哉
ニ
相
聞
、
心
得
違
之
事
ニ
候
、
自
今
屹
度

一
円
壱
両
之
当
り
を
以
、
新
貨
・
金
札
取
交
、
聊
無
差
支
通
用
可
致
事

　
　
　
　

辛
未

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官　

　

十
二
月
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
布
令
が
出
さ
れ
る
。

維
新
以
来
太
政
官
幷
民
部
省
発
行
ノ
金
札
、
製
造
ノ
粗
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
贋
造

ヲ
謀
ル
者
間
々
有
之
、
且
又
従
来
旧
藩
ニ
於
テ
発
行
ノ
金
銀
銭
札
ハ
、
其

管
轄
限
り
通
用
之
儀
ニ
付
、
一
般
流
通
ノ
便
ヲ
失
ヒ
、
其
弊
害
不
少
、
依

之
今
般
御
多
端
之
折
柄
、
莫
大
ノ
入
費
ヲ
不
被
為
厭
、
精
巧
新
紙
幣
（
中

略
）
各
種
ヲ
製
造
シ
、
来
壬
申
年
二
月
十
五
日
ヨ
リ
右
各
種
ノ
内
、
差
向

壱
円
・
五
拾
銭
・
弐
拾
銭
・
拾
銭
ノ
四
種
ヲ
発
行
セ
シ
メ
、
追
々
製
造
成

功
之
都
合
ニ
ヨ
リ
、
従
来
官
藩
両
様
之
金
札
と
引
換
候
条
、
厚
キ
御
趣
意

ヲ
体
認
シ
、
無
疑
念
通
用
可
致
、
尤
一
般
引
換
之
都
合
者
、
猶
追
而
相
達

候
儀
も
可
有
之
、
依
而
各
種
新
貨
幣
相
添
、
此
段
相
達
候
事

　
　
　
　

辛
未
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

　

従
来
政
府
発
行
の
金
札
（
太
政
官
札
・
民
部
省
札
）
は
粗
製
で
ま
ま
「
贋
造
」

も
あ
り
、
藩
札
も
そ
の
領

内
限
り
の
通
用
な
の
で
、

「
一
般
流
通
ノ
便
ヲ
失
ヒ
、

其
害
不
少
」
と
い
う
。
そ

こ
で
「
精
巧
新
紙
幣
」
を

発
行
し
て
、
官
・
藩
両
様

の
札
と
引
き
換
え
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
同
月
の
布

令
に
は
、「
旧
藩
製
造
ノ

紙
幣
、
当
辛
未
七
月
十
四

日
ノ
相
場
を
以
テ
、
追
而

御
引
替
可
相
成
旨
被
仰
出

候
処
」
と
あ
る
の
で
、
山

口
県
で
の
和
市
は
、
新
貨

一
円
＝
金
一
両
＝
萩
藩
札

七
〇
匁
の
予
定
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

明
治
初
年
に
お
け
る
藩

札
発
行
高
の
全
国
数
値
を

研
究
し
た
茂
木
陽
一
に
よ

れ
ば）

（（
（

、
大
蔵
省
に
よ
る
明

治
五
年
十
月
調
べ
と
明
治

表（７）　藩札製造高・通用高・新貨比較高
藩名・時期 製造高 引換済 相場違増減 通用高 新貨比較高 準備届高 現高 貸付等 上納高 残高
山口明治５
年10月調 2031250.0000 402654.1043 1628595.2207 1480499.3390 537110.3028 537110.3028 481540.2043 55570.0235

同明治６年
６月 2031250.0000 402654.2933 1628595.7067 1480499.3390 481596.9810 481596.9810 481596.9810

岩国明治５
年10月調 237346.3071 5097.2145 237346.3075 189757.3740 100000.0000 67233.2000 32766.2000 61233.2000 38766.2000

同明治６年
６月 237346.8205 5097.6450 237346.8205 189757.3740 94000.0000 85684.5000 8315.5000 85684.5000

豊浦明治５
年10月調 350000.0000 175782.1223 174217.2027 174513.3900

同明治６年
６月 350000.0000 175782.4728 174217.5272 174513.3900

清末明治５
年10月調 35000.0000 18000.0000 17000.0000 17000.0000

同明治６年
６月 35000.0000 18000.0000 17000.0000 17000.0000

防長計明治
５年10月 2653596.3071 596436.5771 2057158.7309 1861770.1030 637110.3028 542773.4043 94336.2235

同明治６年
６月 2653596.8205 596436.7661 2057160.0544 1861770.1030 575596.9810 567281.4810

出典：茂木陽一「明治初年における藩札発行高の全国的数値について」の付表。
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六
年
六
月
調
べ
の
山
口
藩
・
岩
国
藩
・
豊
浦
藩
・
清
末
藩
の
届
け
数
値
は
、
表

（
７
）
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
ず
山
口
藩
の
「
製
造
高
」
二
〇
三
万
一
二
五
〇

両
（
和
市
は
金
一
両
＝
藩
札
六
四
匁
の
は
ず
で
あ
る
）
は
、
前
述
の
明
治
三
年

三
月
の
届
出
高
と
同
じ
で
あ
る
。近
世
後
期
萩
藩
の
幕
府
へ
の
許
可
申
請
高
は
、

嘉
永
五
年
の
申
請
ま
で
一
貫
し
て
三
一
〇
〇
貫
目
で
あ
っ
た
か
ら）

（（
（

、
一
三
万
貫

目
は
幕
府
許
可
高
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
こ
と
を
承
知
で
届
け
出
た
こ
と
に

な
る
。
大
藩
で
は
、
こ
れ
は
「
常
識
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
「
引
換
済
」
四
〇
万
二
六
五
四
両
余
を
差
し
引
い
て
、「
通
用
高
」

一
六
二
万
八
五
九
五
両
余
を
届
け
て
い
る
。
既
に
四
〇
万
両
余
の
藩
札
取
り
込

み
（
正
金
ま
た
は
金
札
と
の
交
換
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
前
述

し
た
明
治
三
～
四
年
の
藩
札
価
格
安
定
の
一
因
で
あ
ろ
う
か
。「
通
用
高
」
の

和
市
は
、
明
治
四
年
七
月
十
四
日
時
点
の
平
均
和
市
一
両
＝
藩
札
七
〇
匁
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
新
貨
比
較
高
」
は
、
両
調
べ
と
も
、
ま
た
『
明
治
財

政
史
』
第
一
一
巻
に
載
せ
る
「
藩
札
流
通
概
数
表
」
と
同
じ
、
一
四
八
万
円
余

で
あ
る
。『
明
治
財
政
史
』
の
こ
の
表
の
注
記
に
、「
政
府
カ
公
定
セ
シ
所
ノ
旧

藩
札
価
格
新
貨
比
較
表
ニ
依
リ
テ
、
一
々
其
流
通
額
ノ
概
数
ヲ
明
治
新
貨
ニ
換

算
シ
タ
ル
者
ト
ス
」
と
あ
る
。「
旧
藩
札
新
貨
比
較
表
」
の
和
市
は
、
山
口
藩

の
史
料
を
見
る
と
、新
貨
一
円
＝
藩
札
七
七
匁
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る）

（（
（

。「
通

用
高
」
一
六
二
万
両
余
に
そ
の
和
市
で
あ
る
七
〇
匁
を
乗
じ
、
一
方
「
新
貨
比

較
高
」
に
そ
の
和
市
で
あ
る
七
七
匁
を
乗
ず
る
と
、
ほ
ぼ
そ
の
数
値
（
約
一
一

四
万
貫
目
）
が
食
い
合
う
。

　

前
掲
明
治
四
年
十
二
月
の
太
政
官
布
令
に
は
、「
精
巧
新
紙
幣
」
を
「
来
壬

申
年
二
月
十
五
日
」
に
発
行
す
る
と
あ
り
、
ま
た
明
治
四
年
十
二
月
か
ら
翌
年

一
月
に
は
、藩
札
の
新
札
へ
の
交
換
は
政
府
が
責
任
を
持
つ（「
一
般
之
御
処
置
」

を
行
う
）
と
触
れ
て
い
る
の
で
、「
新
貨
比
較
高
」
は
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ

て
届
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
の
「
準
備
届
高
」
は
、「
引
替
準
備
金
」
の
届
け
の
こ
と
で
あ
り
、
各

藩
が
藩
札
の
流
通
を
担
保
す
る
た
め
に
準
備
し
て
い
る
は
ず
の
金
額
を
届
け
た

も
の
で
あ
る
。
山
口
藩
で
は
、「
後
ロ
金
」（
う
し
ろ
き
ん
）
と
い
う
。
山
口
藩

の
届
高
は
五
三
万
円
余
、岩
国
藩
の
そ
れ
は
一
〇
万
円
で
あ
る
。「
新
貨
比
較
高
」

（
政
府
が
新
貨
と
引
き
換
え
る
こ
と
を
認
め
た
高
）
は
、
政
府
が
責
任
を
持
つ

の
で
、「
引
替
準
備
金
」
は
上
納
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。「
現
高
」
は
実
際
に

藩
に
用
意
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
金
額
で
あ
る
。
そ
し
て
「
上
納
高
」
は
政
府
に

上
納
し
た
高
で
あ
り
、
山
口
藩
は
四
八
万
円
余
、
岩
国
藩
は
六
万
円
余
で
あ
る
。

翌
年
の
届
高
と
の
間
に
は
数
値
の
変
化
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
政
府
と
の
間
で
交

渉
が
あ
り
、
上
納
額
の
減
少
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に

し
て
も
山
口
藩
の
上
納
額
四
八
万
円
余
、
岩
国
藩
の
八
万
五
〇
〇
〇
円
余
は
多

額
で
あ
る
。
と
く
に
前
者
の
出
所
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
引
替
準
備
金
」
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
明
治
四
年
七
月
十
五
日
、
大
蔵
省
が

藩
札
償
却
の
さ
い
準
拠
せ
よ
と
し
た
「
廉
書
」
に
登
場
す
る）

（（
（

。

　
　

	
従
来
藩
々
ニ
於
テ
製
造
通
用
之
紙
幣
、
此
度
別
帋
被
仰
出
候
ニ
付
テ
ハ
、

是
迄
紙
幣
通
用
致
シ
居
候
向
ハ
、
左
之
手
続
廉
書
之
通
取
計
、
巨
細
取
調

書
早
々
当
省
江
可
差
出
候
事

　
　
　

辛
未

一
五



　
　
　
　

七
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省

　
　
　

廉
書

　

一	
従
来
通
用
紙
幣
ハ
、
御
一
新
前
後
ニ
不
拘
、
都
而
辛
未
七
月
十
四
日
之
相

場
を
以
、
追
而
御
引
替
可
相
成
ニ
付
、
右
相
場
書
付
早
々
取
調
可
差
出
事

　
　
　
　
（
中
略
）

　

一	

右
紙
幣
ニ
付
従
来
之
備
之
引
替
準
備
金
ハ
、
現
高
精
細
ニ
取
調
、
同
様
可

届
出
事

　
　
　

辛
未
七
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省

　

こ
れ
は
、
廃
藩
置
県
布
告
の
明
治
四
年
七
月
十
四
日
の
領
内
平
均
相
場
を

も
っ
て
、
追
っ
て
新
貨
幣
に
引
き
替
え
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
「
引
替
準
備

金
」
の
現
高
を
調
べ
て
届
け
出
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
引
替
準
備
金
」
に
関
し
て
、
山
口
藩
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
だ
が
、

岩
国
藩
の
明
治
五
年
二
月
時
点
で
の
事
例
を
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

る）
（（
（

。

　
　
　
　

準
備
金
貸
下
根
帳
尚
証
書
写
等
差
出
候
添
書

　
　

	

元
岩
国
藩
札
支
消
法
之
儀
者
、
準
備
金
拾
万
両
之
辻
追
々
貸
附
仕
、
利
登

せ
に
し
て
支
消
之
目
的
者
、則
辛
未
八
月
御
届
申
出
置
候
通
ニ
御
座
候
処
、

今
般
支
消
之
見
込
申
出
ニ
不
逮
、尤
準
備
金
之
儀
者
調
ら
へ
書
差
出
、早
々

可
相
納
旨
御
沙
汰
之
趣
茂
御
座
候
付
、
乃
別
帋
調
ら
へ
書
差
出
申
候
、
猶

貸
付
方
辛
未
年
中
出
納
之
辻
、
乃
別
帋
根
帳
之
通
ニ
御
座
候
、
且
又
壬
申

二
月
朔
日
越
元
金
貸
付
三
万
弐
千
七
百
六
拾
六
両
弐
歩
之
辻
、
夫
々
別
帋

証
書
写
、
尚
根
帳
前
之
通
ニ
御
座
候

　
　
　
　

旧
岩
国
県
準
備
金
上
納
添
書

　
　

今
般
準
備
金
可
致
上
納
と
之
御
沙
汰
之
旨
茂
御
座
候
ニ
付
左
之
通

　

一
金
六
万
七
千
弐
百
三
拾
三
両
弐
歩

　
　
　

但
、
貸
付
残
り
当
壬
申
二
月
朔
日
越
蔵
詰
高
之
分

　
　

	

右
高
拾
万
両
ニ
候
得
共
、
兼
而
御
届
申
出
置
候
通
、
夫
々
貸
付
高
三
万
弐

千
七
百
六
拾
六
両
弐
歩
、
乃
根
帳
前
之
通
、
当
壬
申
二
月
朔
日
越
貸
付
返

納
残
高
之
分
、
尤
追
々
取
縮
上
納
可
仕
候

　
　

六
千
両

　
　

	

右
予
御
届
申
出
置
候
通
、
過
日
盗
難
ニ
而
不
足
之
分
、
尤
当
時
詮
儀
中
ニ

御
座
候

　
　

残
り

　
　

六
万
千
弐
百
三
拾
三
両
弐
歩　

悉
金
札

　
　

右
之
通
此
度
旧
岩
国
県
よ
り
差
出
候
ニ
付
、
上
納
仕
候
也

　
　
　
　

壬
申
二
月　
　
　
　
　
　
　

三
名

　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
中

　
	

本
書
藩
札
政
府
ニ
於
而
御
処
置
相
成
候
段
御
布
告
有
之
、
就
而
ハ
準
備
金
取

調
申
出
候
様
与
の
御
事
ニ
付
、
追
而
何
分
一
般
之
御
処
置
御
布
令
可
有
之
事

ニ
付
、
準
備
金
之
訳
詳
細
御
届
相
成
可
然
候

　

一
藩
札
弐
万
九
千
九
百
八
拾
貫
六
百
八
拾
弐
匁
六
分

　
　

此
金
弐
拾
四
万
弐
千
四
百
四
拾
四
両
壱
歩
ト
永
弐
百
拾
五
文

　
　

	

右
支
消
法
之
儀
者
、
昨
未
二
月
御
届
仕
置
候
得
と
も
、
準
備
金
拾
万
両
之

一
六



辻
貸
付
利
金
を
以
、
来
酉
年
迄
十
四
ケ
年
限
支
消
之
目
途
ニ
御
座
候
、
此

段
御
届
仕
候
、
已
上

　
　
　
　

壬
申
二
月　
　
　
　
　
　

岩
国
支
庁

　

こ
の
明
治
五
年
二
月
史
料
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
岩
国
藩
で
は
準
備
金
一
〇
万

両（
金
札
）を
貸
し
付
け
、そ
の
利
子
で
も
っ
て
一
四
年
間
で
藩
札
を「
支
消
」（
償

還
）
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
四
年
八
月
に
届

け
出
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
今
般
「
支
消
之
見
込
申
出
ニ
不
逮
、
尤
準
備
金
之
義

者
調
ら
へ
書
差
出
」
す
よ
う
に
と
の
こ
と
な
の
で
、添
書
を
提
出
す
る
と
い
う
。

実
際
に
貸
し
付
け
た
金
札
と
盗
難
に
あ
っ
た
金
札
を
除
い
て
、
残
り
金
札
六
万

一
二
三
三
両
二
分
は
上
納
す
る
と
い
う
。
最
後
の
史
料
の
藩
札
二
四
万
二
四
四

四
両
余
は
、そ
の
後
表
（
７
）
の
二
三
万
七
三
四
六
両
余
に
少
し
減
少
し
た
が
、

そ
れ
は
「
相
場
減
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
岩
国
で
の
和
市
は
、
金
札
一
両
＝

藩
札
一
二
三
・
六
六
匁
で
あ
る
。
こ
の
岩
国
藩
の
事
例
で
分
か
る
の
は
、
当
初

藩
札
の
償
還
は
、
各
藩
の
責
任
で
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
岩
国
藩
で
は
右

の
よ
う
に
準
備
金
札
を
貸
し
付
け
、
そ
の
利
子
で
も
っ
て
償
還
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、藩
札
は
「
政
府
ニ
於
而
御
処
置
」
の
布
令
が
出
さ
れ
、「
引

替
準
備
金
」
の
額
を
届
け
出
よ
と
の
こ
と
な
の
で
、こ
の
届
け
を
出
す
と
い
う
。

こ
の
届
け
を
受
け
て
、
山
口
県
は
六
万
一
二
三
三
両
二
分
の
金
札
を
上
納
す
る

と
い
う
。
右
の
史
料
の
い
う
と
こ
ろ
と
、
表
（
７
）
の
内
容
が
合
致
す
る
。

　

以
上
、
当
初
藩
が
「
支
消
之
目
的
」
を
立
て
て
遂
行
し
て
い
た
（
明
治
三
年

九
月
十
日
の
「
藩
制
」・
同
四
年
七
月
十
五
日
令
に
よ
る
）
藩
札
の
償
還
は
、

明
治
四
年
十
二
月
の
新
貨
幣
発
行
令
に
合
わ
せ
た「
政
府
ニ
於
而
御
処
置
」（「
一

般
之
御
処
置
」と
も
い
い
、政
府
が
責
任
を
持
つ
こ
と
）に
切
り
替
え
ら
れ
、「
新

貨
比
較
高
」
を
掌
握
し
て
政
府
が
藩
札
を
償
還
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
さ

い
「
準
備
届
高
」（「
引
替
準
備
金
」）
を
届
け
出
さ
せ
、
そ
れ
を
上
納
さ
せ
た
。

そ
の
間
、
政
府
と
藩
・
県
の
間
で
は
様
々
な
交
渉
が
あ
っ
た
。

　

藩
札
と
新
札
の
交
換
は
、
明
治
六
年
に
行
わ
れ
た
。
つ
ぎ
の
史
料
が
あ
る）

（（
（

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
縣

　
　

	

元
山
口
・
岩
国
・
豊
浦
・
清
末
藩
札
引
換
金
之
内
、
山
口
・
岩
国
之
分
両

度
ニ
弐
拾
五
万
円
下
渡
候
処
、
今
般
四
藩
分
之
内
新
札
四
拾
六
万
円
、
大

坂
出
張
紙
幣
寮
於
テ
下
ケ
渡
候
条
、
令
参
事
調
印
之
証
書
を
以
帋
幣
寮
よ

り
令
状
受
取
、
豊
浦
藩
札
ハ
五
銭
以
下
而
已
ニ
付
、
現
高
之
三
分
文
字
明

了
之
分
存
置
、
七
分
ハ
引
換
、
其
他
新
貨
価
五
銭
已
上
、
又
ハ
以
内
ニ
而

も
、
損
壊
等
ニ
而
押
印
難
出
来
分
引
替
、
右
引
換
藩
札
ハ
兼
而
相
達
之
手

続
書
第
四
ケ
条
之
通
取
行
、
当
一
月
十
日
相
達
之
通
貼
付
之
上
、
同
月
十

五
日
相
達
候
趣
を
以
、
派
出
官
員
請
取
候
迄
取
締
方
厳
重
致
置
可
申
候
事

　
　
　
　

明
治
六
年
二
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
大
輔
井
上
馨

　

一
原
書
本
月
十
四
日
白
石
直
道
へ
相
渡
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
縣

　
　

	

旧
山
口
藩
札
引
換
金
之
内
、
尚
新
札
九
拾
三
万
円
、
大
坂
出
張
紙
幣
寮
於

テ
下
ケ
渡
候
条
、
令
参
事
調
印
之
証
書
を
以
紙
幣
寮
ヨ
リ
令
状
請
取
、
藩

札
引
替
方
其
外
共
、
先
般
相
達
候
通
可
取
計
、
此
段
相
達
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省
事
務
総
裁

　
　
　
　

明
治
六
年
五
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

参
議
大
隈
重
信

一
七



　
　

本
月
卅
一
日
縣
地
へ
及
郵
送

　

山
口
藩
・
岩
国
藩
へ
二
五
万
円
、
四
藩
へ
四
六
万
円
、
山
口
藩
へ
九
三
万
円

の
計
一
六
四
万
円
は
、表（
７
）の
四
藩
合
計
一
八
六
万
円
に
届
か
な
い
が
、残
っ

て
い
た
藩
札
の
大
部
分
が
、
新
札
に
引
き
換
え
ら
れ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

三　

藩
債
の
償
還

　

藩
債
の
「
支
消
」（
償
還
）
が
い
か
に
な
さ
れ
た
か
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ

も
藩
札
の
「
支
消
」
と
同
じ
く
、
明
治
四
辛
未
年
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
を

契
機
と
し
て
大
き
く
進
ん
だ
。
そ
し
て
同
年
十
一
月
十
九
日
と
二
十
六
日
、
つ

ぎ
の
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
る）

（（
（

。

　
　

	

各
地
方
管
下
ニ
於
テ
、
旧
藩
金
穀
調
達
之
者
共
、
其
時
日
幷
返
済
之
期
限
、

且
利
足
等
之
約
定
明
細
取
調
、
証
書
写
相
添
、
至
急
大
蔵
省
へ
差
出
可
申

事

　
　
　

但	

、
各
縣
ヨ
リ
発
令
後
三
十
日
ヲ
限
リ
可
差
出
、
尤
時
日
之
伸
縮
幷
利

足
之
高
低
等
、
不
都
合
之
廉
於
有
之
者
、
屹
度
厳
重
之
可
被
及
御
沙

汰
候
事

　
　
　
　

辛
未

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

　
　

	

最
前
相
達
候
旧
藩
々
江
金
穀
調
達
之
者
共
時
日
幷
ニ
返
済
之
期
限
其
外
取

調
之
儀
、
各
庁
ヨ
リ
発
令
後
三
十
日
限
り
不
申
立
分
者
、
一
切
御
採
用
不

相
成
候
事

　
　
　

但	

、
旧
藩
債
減
利
又
ハ
年
賦
等
之
内
談
相
整
候
分
ハ
、
其
取
極
之
趣
大

蔵
省
江
可
申
出
事

　
　
　
　

辛
未

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

　

旧
藩
に
対
す
る
債
権
を
持
つ
者
に
、
そ
の
内
容
を
調
査
の
上
、
証
書
写
を
添

え
て
差
し
出
せ
と
い
う
の
で
あ
る
。
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、「
一
切
御
採
用

不
相
成
候
事
」
と
し
て
い
る
。
旧
藩
債
減
利
や
年
賦
等
の
内
談
の
整
っ
た
も
の

（
利
下
げ
・
年
延
べ
交
渉
の
成
立
し
た
も
の
）
は
、
そ
の
内
容
を
大
蔵
省
に
届

け
よ
と
い
う
。
ま
た
十
二
月
十
日
の
布
告
で
は
、「
当
七
月
十
四
日
以
来
、縣
々

ニ
於
テ
負
債
返
済
之
延
期
・
利
足
之
節
減
等
、
金
主
共
へ
及
示
談
、
更
ニ
約
定

致
し
有
之
分
」
を
大
蔵
省
へ
提
出
せ
よ
と
い
う
。　

そ
し
て
同
日
つ
ぎ
の
布
告

が
出
さ
れ
る
。

　
　

	

各
縣
ニ
於
テ
旧
藩
債
支
消
之
方
法
相
立
可
伺
出
旨
相
達
置
候
処
、
今
般
縣

治
御
改
定
ニ
付
而
者
、
右
公
債
之
分
ハ
、
御
取
調
之
上
追
而
一
般
之
御
処

分
可
致
被
仰
出
ニ
付
、
縣
々
ニ
於
テ
爾
後
金
主
共
江
不
及
示
談
候
間
、
負

債
本
帳
面
エ
証
書
写
相
添
、
来
申
二
月
晦
日
限
り
、
大
蔵
省
へ
可
差
出
候
、

若
期
限
迄
ニ
不
差
出
向
者
、
一
切
公
債
ニ
不
相
立
候
事

　
　
　

但	

、
本
文
之
通
ニ
付
而
ハ
、
当
未
収
納
悉
皆
御
規
則
之
通
、
大
蔵
省
エ

上
納
可
致
事

　
　
　
　

辛
未

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
政
官

　

こ
れ
ま
で
旧
藩
債
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
支
消
之
方
法
相
立
可
伺
出
旨
」
を

達
し
て
お
い
た
（
明
治
三
年
九
月
の
「
藩
制
」）
が
、「
縣
治
御
改
定
」（
廃
藩

一
八



置
県
を
指
す
）
に
な
っ
た
か
ら
は
、
よ
く
調
べ
た
上
で
、「
一
般
之
御
処
分
」

を
す
る
の
で
、
以
後
金
主
と
の
示
談
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
。
前
述
の
藩
札
に

関
す
る
「
一
般
之
御
処
置
」
と
同
じ
手
法
を
と
っ
て
い
る
。「
負
債
・
藩
札
等

政
府
ニ
於
テ
御
処
置
相
成
候）

（（
（

」、
つ
ま
り
藩
債
・
藩
札
の
償
還
は
、
政
府
が
責

任
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

表
（
８
）
は
、「
負
債
元
利
納
米
金
明
治
四
年
請
払
大
概）

（（
（

」
で
あ
る
。
前
述

し
た
明
治
四
年
五
月
十
四
日
「
改
正
調
印
」
で
は
、
地
下
馳
走
米
石
別
三
升
・

家
禄
の
十
分
の
一
・
士
卒
禄
の
十
分
の
一
で
米
三
万
石
（
米
一
石
＝
金
五
・
五

両
の
和
市
で
一
六
万
五
〇
〇
〇
両
）
を
得
、
二
五
年
賦
で
藩
債
・
藩
札
を
償
還

す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
米
が
七
四
三
五
石
少
な
い

（
士
卒
禄
十
分
の
一
米
の
減
）
こ
と
と
、
米
の
和
市
が
石
別
二
両
安
く
な
っ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
金
建
に
す
る
と
一
六
万
五
〇
〇
〇
両
か
ら
七
万
八
九
七

七
両
へ
八
万
六
〇
二
三
両
の
減
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
貸
付
高
（
八
九
万
九
四

〇
一
両
）
の
内
取
立
金
一
二
万
二
一
五
四
両
を
加
え
て
、
合
計
二
〇
万
一
一
三

一
両
を
償
還
に
充
て
て
い
る
。
当
初
の
目
論
見
と
大
き
く
違
う
の
が
、
こ
の
貸

付
高
を
取
り
立
て
て
償
還
に
充
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藩
債
の
償

還
を
政
府
が
行
う
と
す
る
こ
と
に
伴
う
措
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。藩
債（
借

り
）
と
対
に
な
る
貸
付
（
貸
し
）
の
存
在
の
大
き
さ
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
明
治
四
年
の
「
御
届
高
」（
大
蔵
省
へ
の
届
高
）
は
、
八
〇
万
九
四
〇

一
両
、
明
治
五
年
の
そ
れ
は
六
八
万
七
二
四
七
両
で
あ
り
、
そ
の
差
額
が
負
債

納
入
に
充
て
ら
れ
た
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
な
お
こ
の
届
け
は
、
明
治
五
年
七

月
に
修
正
分
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
曲
折
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。

　

払
の
第
一
項
目
は
、「
負
債
元
金
納
入
之
分
」
一
六
万
九
一
九
四
両
で
あ
る
。

こ
れ
は
表
（
９
）「
明
治
四
年
暮
元
納
・
元
下
支
消
」
の
合
計
一
六
万
九
八
〇

七
両
と
極
め
て
近
く
、
後
者
は
前
者
の
内
訳
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。「
元
納
」

（
元
金
返
済
）
の
内
で
大
き
い
も
の
は
、
大
坂
御
用
達
（
山
中
善
五
郎
の
も
の

が
も
っ
と
も
大
き
い
）
と
大
蔵
省
、
内
借
元
納
で
あ
る
。
大
蔵
省
へ
の
返
納
九

万
八
六
一
〇
両
は
、雲
揚
丸
政
府
買
上
代
の
残
り
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。「
元

下
支
消
」（
元
金
部
分
の
帳
消
し
）
で
は
、
公
借
捌
き
（
公
借
の
帳
消
し
）
に

あ
た
る
宝
蔵
・
御
小
納
戸
・
御
客
屋
が
あ
り
、
と
く
に
藩
主
・
係
累
に
関
係
す

表（８）　負債元利納米金明治４年請払大概（明治５年）
項目 米（石） 金（両） 備考

家禄10ケ１米・地下石
別３升馳走米・士族禄
引当備り米

（22565石） 78977

米22565石を石別３両２分替えにして
代金78977両余。内地下石別３升馳
走米は、19433.9石、家禄10ケ１米は
2327.6石、士族禄引当貸備り米803.5石。
→旧知事家禄10分の１の2327.6石、地
下馳走米１万4565.543石、士族引当貸
備り米803.5石、合計１万7696.643石、
石別３両２分替えにして６万1938.25
両に修正。

貸付高未年御届け高と
当申年御届け高との差
額。貸付を取り立て負
債納入。

122154

貸付高去未年御届高80万9401両から当
年御届高68万7247両を引き残り辻、取
立負債納入。→諸貸附高未年御届金80
万9401両の内、負債納入の内訳を「雲
揚丸代残り９万8911両と諸貸付元納の
分２万8911両」と説明。当申年貸附高
は68万7247両。額は変えなかった。

請小計 201131 →196793両に修正。
内払
負債元金納入之分 169194 →148924.5両に修正。
負債利金払之分 33315 →32887両に修正。
負債元米7813石へ当る
８朱利金・元金等を貸
付金立用にして元済米
代

4238 →負債元納米1595石、石別３両２分替
えで5582.5両に修正。

利米2748石を石別３両
２分替えにして 9618 →負債利米2685石、石別３両２分替え

で9399両に修正。
払小計 216365 →196793両に修正。
請と差引不足（貸付金
利備り其外を以立潰） －15234

出典：山口県行政文書戦前Ａ「士族」296「藩債幷貸附一件」。
修正出典：	「士族」418「明治五年藩債其他御届一件」の明治５年７月「旧山口縣負債

辛未元利払詳細書」。
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る
御
小
納
戸
金
七
〇
〇
〇
両
の
帳
消
し
が
注
目
さ
れ
る
。「
内
借
支
消
」
一
万

二
四
一
七
両
は
、内
借
（
豪
農
商
か
ら
の
借
銀
）
を
捌
い
た
（
帳
消
し
に
し
た
）

部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
天
保
財
政
改
革
の
公
内
借
捌
き
を
想
起
さ
せ
る
。「
元

下
支
消
」
の
部
分
の
和
市
は
、
金
一
両
＝
藩
札
七
〇
匁
で
あ
り
、
明
治
四
年
七

月
十
四
日
（
廃
藩
置
県
）
時
に
決
定
さ
れ
た
和
市
を
受
け
て
い
る
。

　

当
初
（
明
治
四
年
五
月
）
の
三
万
石
（
地
下
馳
走
米
、
家
禄
・
給
禄
の
一
〇

分
の
一
）
を
充
て
る
計
画
か
ら
、
貸
付
高
を
取
り
立
て
て
充
て
る
部
分
を
加
え

る
と
い
う
方
針
転
換
の
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
方
針
転
換
は
、
藩

債
の
償
還
を
政
府
が
行
う
と
し
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

な
お
、「
廉
書
」
と
題
し
た
注
記
に
、「
一
旧
藩
債
於
大
坂
借
入
之
分
、
先
般

銀
目
廃
止
被
仰
付
候
砌
金
借
ニ
相
改
候
得
共
、
其
後
も
年
々
改
渡
候
証
書
ハ
行

形
を
以
銀
目
ニ
而
差
出
有
之
候
処
、
改
後
ハ
何
れ
茂
金
取
引
仕
候
儀
ニ
付
、
去

辛
未
九
月
尚
当
度
共
、
金
借
之
筋
ニ
御
届
仕
候
」、「
藩
札
銀
与
有
之
分
者
、
金

壱
両
ニ
付
七
拾
目
替
、
県
外
正
銀
之
分
、
壱
円
百
六
拾
壱
匁
替
」
と
あ
り
、
県

内
で
は
金
一
両
＝
藩
札
七
〇
匁
、
県
外
（
大
坂
）
で
は
金
一
円
（
金
一
両
）
＝

銀
一
六
一
匁
の
和
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
前
者
は
廃
藩
置
県
時
の
萩
・

山
口
平
均
和
市
、
後
者
は
銀
目
廃
止
後
の
大
坂
和
市
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
藩
は
明
治
二
年
正
月
に
は
大
坂
御
用
達
中
へ
金
一
両
＝
「
銀
百
六
拾
目
九

分
八
厘
七
毛
弐
払
五
」（
約
一
六
一
匁
）の
和
市
で
の
金
直
し
を
通
達
し
て
い
る
。

大
坂
藩
債
の
事
実
上
の
大
幅
減
額
を
意
味
す
る）

（（
（

。
和
市
変
動
を
徹
底
的
に
利
用

し
た
藩
債
の
償
却
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

表
（
８
）
請
の
第
二
項
目
一
二
万
二
二
一
五
四
両
は
、
旧
藩
貸
付
銀
を
取
り

立
て
て
償
還
し
た
も
の
で
、
明
治
四
年
届
出
高
八
〇
万
九
四
〇
一
両
、
明
治
五

年
届
出
高
六
八
万
七
二
四
七
両
の
差
額
で
あ
る）

（（
（

。
旧
藩
貸
付
銀
の
内
容
を
示
す

の
が
、
表
（
10
）「
山
口
県
内
管
下
人
民
其
外
貸
米
金
銀
付
立
」
で
あ
る
。
小

計
部
分
に
は
、「
此
合
金
を
以
未
年
御
付
出
し
有
之
」、「
士
族
幷
地
町
之
も
の

江
年
賦
不
同
ニ
し
て
貸
渡
之
分
ト
御
書
出
有
之
」
と
注
記
が
あ
る
。
要
す
る
に

領
内
貸
付
高
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
っ
と
も
額
の
大
き
い
の
が
、「
仕
組
懸
り
諸

貸
付
之
分
」
で
、
四
四
万
六
〇
七
九
両
も
あ
る
。
こ
れ
は
前
稿
で
採
り
上
げ
た

表（９）　明治４年暮の元納と元下支消（山口県分）
＜元納＞

項目 米（石） 銀（貫目） 金（両） 備考
大坂商人広岡久右衛門 87 永122文余切り捨て、以下同様。
萩町郡商熊谷三四郎 671
大坂商井上市兵衛 100
広岡久右衛門 1105
山中善五郎 183
井上市兵衛 419
高池三郎 31
塩屋亥三郎 15
樋口重郎兵衛 31
岩井吉次郎 77
豊島屋新右衛門 43
加嶋屋泰吉 27
加嶋屋七郎兵衛 27
山中善五郎 15000
石州堀藤十郎 146
大蔵省 98610（雲揚丸代残りカ）
内借捌元納 26730
未暮元納合計（Ａ） 143309
＜元下支消＞
御宝蔵 0.800
御小納戸 25.000 7000
御客屋 4826.476
同 135.860
同 292.933
内借支消 12417
その他43廉 2418.651 466.040 53
元下支消合計（Ｂ） 7673.920 491.840 19470 全49廉。
同上 7673.920 26498 金1両＝70匁。

（Ａ）＋（Ｂ） 7673.920 169807
出典：山口県文書館県行政文書戦前Ａ「士族」296「藩債幷貸附一件」。
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「
諸
仕
組
銀
」（
特

別
会
計
の
一
つ
）

を
明
治
に
改
組
し

た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
こ
の

貸
付
額
は
明
治
四

年
時
点
で
の
も
の

で
あ
る
。「
諸
仕

組
銀
」
は
、
安
政

五
年
か
ら
の
藩
札

の
大
量
発
行
を
う

け
て
領
民
に
貸
し

付
け
（
担
保
を
取

る
）、
一
方
で
領

内
流
通
・
領
外
交

易
の
た
め
の
「
融

通
」
正
金
銀
を
萩
・
浜
崎
御
用
達
に
貸
し
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
札
価
の
維
持
を
図
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
小
林
・
宗
像
は
萩
町
人
で

七
六
一
八
両
の
貸
し
が
あ
り
、「
用
達
之
者
江
貸
銀
」
五
万
両
も
そ
の
表
れ
で

あ
る
。
こ
の
四
四
万
両
余
の
内
半
分
以
上
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
下
関
・
中
関
・

上
関
・
室
積
越
荷
方
等
へ
の
貸
付
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

下
関
「
小
田
藤
」（
小
田
屋
藤
右
衛
門
）
の
軍
艦
代
は
計
二
万
三
〇
〇
〇
両

で
あ
り
、
藩
の
軍
艦
（
乙
丑
丸
）
を
小
田
屋
に
売
却
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
後

半
二
廉
の
貸
付
は
、
い
ず
れ
も
特
別
会
計
で
あ
る
。「
御
悩
借
方
」・「
引
米
借
」

は
、
本
来
家
臣
借
銀
の
た
め
の
貸
付
で
、
特
別
会
計
で
あ
る
。
総
じ
て
こ
れ
ら

貸
付
に
は
、
特
別
会
計
と
の
関
係
の
濃
い
こ
と
が
言
え
よ
う
。
領
内
貸
付
高
の

和
市
は
、
一
両
＝
銀
七
〇
匁
で
あ
り
、
こ
れ
は
七
月
十
四
日
の
定
和
市
金
一
両

＝
藩
札
七
〇
匁
を
受
け
て
い
る
。

　

表
（
10
）
に
は
、
山
口
県
外
へ
の
貸
付
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
大
坂
御
用

達
之
者
江
貸
付
之
分
」
二
万
三
三
〇
〇
両
は
、「
大
坂
御
用
達
」
と
い
う
藩
の

最
大
の
銀
主
（
か
ね
ぬ
し
）
へ
逆
に
融
資
し
て
運
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。「
北
海
道
諸
入
目
銀
」
は
、
函
館
戦
争
と
そ
の
後
の
預
り
地
統
治
の
た

め
の
費
用
を
政
府
か
ら
借
り
て
、
そ
れ
を
前
述
し
た
「
箱
館
府
御
用
達
平
原
平

右
衛
門
」（
領
内
秋
穂
村
）
な
ど
に
貸
し
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
雲
揚

丸
代
」
は
、
藩
有
の
艦
船
（
英
国
に
発
注
し
明
治
三
年
受
取
、
同
四
年
十
一
月

政
府
買
上
）
を
政
府
に
売
却
し
た
が
、
そ
の
代
金
の
未
収
と
な
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
以
上
、
領
内
・
領
外
あ
わ
せ
て
米
一
万
一
〇
五
三
石
と
八
〇
万
九
四

〇
一
両
が
こ
の
付
表
の
貸
付
高
合
計
で
あ
る
。
明
治
四
年
届
出
貸
付
高
八
〇
万

九
四
〇
一
両
と
一
致
す
る
。「
外
ニ
産
物
基
立
金
ト
し
て
仮
渡
之
分
」
約
二
〇

万
両
弱
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

表
（
11
）・
表
（
12
）
は
、
明
治
五
年
春
藩
債
元
辻
で
あ
る
。
前
者
は
旧
領

内
全
五
県
分
、
後
者
は
山
口
県
分
で
あ
る
。
山
口
県
分
が
も
っ
と
も
多
く
、
米

一
七
万
八
〇
二
五
石
と
一
〇
二
万
二
三
五
四
両
、
仮
に
米
一
石
＝
金
三
・
五
両

替
え
に
す
る
と
、
一
六
四
万
五
四
四
一
両
と
な
る
。「
外
ニ
」
と
し
て
「
岩
国

表（10）山口県内管下人民其外貸米金銀付立
項目 米（石） 金（両） 備考

管下村々江年賦不同ニして貸付 11053
仕組懸り諸貸付之分 446079.000	 特別会計。
小林・宗像増借銀預り元533.275
貫目 7618.000	（金１両＝70匁）。

用達之者江貸銀 50000.000	
御売山代銀585.37貫目。 8362.000	（金１両＝70匁）。
馬関小田藤軍艦代 20000.000	
八谷同断 3000.000	
蔵版署貸 5428.000	
勘文方・御悩借方・御返済方其
外貸 89509.000	 特別会計。

引米借貸銀1588.198貫目 22688.000	 特別会計。１両＝70匁。
小計（此合金を以未年御付出し
有之）（士族幷地町之者共江年
賦不同ニして貸渡之分ト御書出
有之）

11053 652684.000	

大坂御用達之者江貸付之分 23300.000	
北海道諸入目銀トして貸渡之分 34506.000	

雲揚丸代 98911.688	 雲揚丸代13万2500両大蔵省より御下渡可相
成内軍用金上納立用納残り御下渡無之分

以上 11053 809401.688	 表（８）の数値と一致。
外ニ産物基立金トして仮渡之分 196363.000	 表（14）の数値と一致。
右去未年大蔵省御届出之小割
出典：県行政文書戦前Ａ「士族」296「藩債幷貸附一件」。
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県
藩
債
支
消
願
之
分
」
七
万
四
四
四
五
両
が
あ
る
の
は
、
吉
川
氏
が
公
式
に
藩

と
認
知
さ
れ
た
の
が
維
新
後
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
藩
債
を
公
の
債
務
と
認
め

ら
れ
ず
、
吉
川
氏
の
私
費
で
「
支
消
」
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。「
同
準

備
金
之
内
貸
付
有
之
分
」
三
万
二
七
六
六
両
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
岩
国
領
の

藩
札
（
銭
札
）「
支
消
」
の
た
め
の
引
替
準
備
金
一
〇
万
両
の
内
、
実
際
に
領

内
に
貸
し
付
け
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　

表（
12
）は
、山
口
県
分
で
あ
る
。「
昨
未
年
」（
明
治
四
年
）藩
債
御
届
高
は
、

米
一
八
万
五
八
三
八
石
余
と
金
一
一
九
万
一
五
四
〇
両
で
あ
り
、「
当
申
春
」（
明

治
五
年
春
）
の
そ
れ
は
、
米
一
七
万
八
〇
二
五
石
余
と
金
一
〇
二
万
二
三
五
四

両
で
あ
る
。
こ
の
差
額
が
、「
旧
臘
元
米
金
払
」
米
七
八
一
三
石
余
と
金
一
六

万
九
一
八
六
両
で
あ
り
、
こ
れ
は
貸
付
分
の
「
取
立
負
債
相
払
」
の
額
と
一
致

す
る
。
貸
付
分
の
「
未
年
御
届
貸
付
高
」
八
〇
万
九
四
〇
一
両
と
、
当
春
御
届

貸
付
高
六
八
万
七
二
四
七
両
は
、
表
（
８
）
の
記
載
値
と
一

致
す
る
。

　

表
（
12
）
の
「
藩
債
当
申
春
元
辻
」
の
米
一
七
万
八
〇
二

五
石
余
と
金
一
〇
二
万
二
三
五
四
両
の
内
訳
を
見
て
み
よ

う
。
大
蔵
省
か
ら
の
拝
借
金
残
り
が
、
一
一
万
二
三
〇
五
両

で
あ
る
。
東
京
の
五
万
三
二
九
八
両
は
、
三
谷
三
九
郎
（
江

戸
の
藩
御
用
達
）
等
か
ら
の
借
金
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
大

坂
の
米
二
万
五
六
六
〇
石
は
、大
坂
御
用
達
の「
永
納
米
」（
明

和
期
こ
ろ
か
ら
の
献
納
米
で
、
利
子
に
あ
た
る
も
の
の
み
を

毎
年
支
給
す
る
、
や
が
て
古
債
と
し
て
棄
捐
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
）
と
、
金
一
四
万
四
〇
五
一
両
で
あ
る
。
石
州
借
は
、
笹

ケ
谷
銅
山
師
・
豪
農
の
堀
藤
十
郎
か
ら
の
借
米
金
で
あ
る
。

そ
し
て
旧
山
口
藩
「
管
轄
内
」
の
米
一
四
万
五
六
九
五
石
余

と
金
七
〇
万
五
六
四
四
両
で
あ
る
。
こ
れ
は
じ
つ
に
藩
債
米

の
八
二
％
、
藩
債
金
の
六
九
％
を
占
め
る
。
旧
領
内
か
ら
の

借
米
金
が
、
い
か
に
多
か
っ
た
か
が
知
ら
れ
る
。

表（11）　明治５年春藩債元辻（５県分）
＜藩債分＞

項目 米（石） 金（両） 備考

山口県 178025.000 1022354 仮に石別３両２分替えにすると、米は
623087.5両。金と併せて1645441.5両となる。

豊浦県 172823
岩国県 19833
徳山県 79311
清末県 27517
藩債合 178025.000 1321838
＜貸付分＞
山口県 11088.000 687247 表（８）・表（13）の数値と一致。
豊浦県 4597.000 13662
清末県 3270.000 1551
貸付合 18955.000 702460 記載値は、金702760両。
外ニ
岩国県藩債支消願之分 74445
同準備金之内貸付有之分 32766

表（12）　藩債明治５年春元辻（山口県分）
＜藩債分＞

項目 米（石） 金（両） 備考
昨未年藩債御届高 185838.074	 1191540

旧臘元米金払 7813.061	 169186（米は１石＝3.5両替で27345.7135両。合計
196531.7135両）。表８の数値と一致。

藩債当申春元辻 178025.013	 1022354 永243文余は切り捨てた。外ニ累利51672両。
内
大蔵省 112305 永は切り捨て、以下同様。
東京 53298
西京(京都） 670.000	 621
大坂 25660.000	 144051 米・金のそれぞれが、約14％を占める。
奈良 1683
紀州 124
石州 6000.000	 4625
管轄内 145695.013	 705644 藩債の米の82％、金の69％を管轄内が占める。
合（計算値） 178025.013	 1022351
＜貸付分＞
未年御届貸付高 11053.000	 809401
元納米7813石余・金
169186両余取立負債相払

（旧臘元米金払）
7813.000	 169186（取り立てて払ってしまった分で、金単で

196531.7135両）

差引残（当春元旧藩より
管下其外江貸付之分） 11088.000	 687247 表（８）・表（13）の数値と一致。

出典：山口県行政文書戦前Ａ「士族」296「藩債幷貸附一件」。
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表
（
13
）
は
、
明
治
五
年
二
月
の
「
貸
付
米
金
銀
寄）

（（
（

」
で
あ
る
。
こ
の
時
点

で
の
藩
か
ら
の
貸
付
高
の
明
細
を
、帳
簿
を
点
検
し
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

合
計
値
の
六
八
万
七
二
四
七
両
・
米
一
万
一
〇
八
八
石
は
、
表
（
８
）
の
「
当

年
御
届
高
」・
表
（
11
）
の
山
口
県
貸
付
分
・
表
（
12
）
の
「
当
春
旧
藩
よ
り

管
下
江
貸
付
之
分
」
と
一
致
す
る
。
こ
れ
が
、
明
治
五
年
春
貸
付
元
辻
（
御
届

高
）
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
新
た
に
わ
か
る
こ
と
が

あ
る
。
仕
組
帳
一
～
四
帳
の
小
計
が
、
金
四
四
万
両
余
と
あ
る
の
は
表
（
10
）

の
「
仕
組
懸
り
諸
貸
付
之
分
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
札
銀
一
万

二
三
八
五
貫
目
、
金
一
両
＝
藩
札
七
〇
匁
の
和
市
に
し
て
金
一
七
万
六
九
三
四

両
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
表
（
10
）
の
こ
の
欄
は
、
六
一
万
九
四
七
〇
両

で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
相
当
減
額
し
て
載
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

表
（
10
）
の
「
外
ニ
産
物
基
立
金
ト
し
て
貸
渡
之
分
」
一
九
万
六
三
六
三
両
の

中
に
は
、「
仕
組
銀
帳
」
と
の
間
に
重
複
の
あ
る
こ
と
が
後
で
い
わ
れ
て
い
る
。

と
も
か
く
大
蔵
省
と
の
間
で
、
届
高
に
関
す
る
辻
褄
合
わ
せ
に
躍
起
と
な
っ
て

い
る
山
口
県
の
姿
が
垣
間
見
え
る
。

　

こ
こ
で
政
府
か
ら
の
拝
借
金
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
戦
費
調
達
・
産

物
取
立
に
大
き
な
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
石
高
拝
借
金
で
あ
る
。

明
治
元
年
閏
四
月
に
つ
ぎ
の
布
令
が
出
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

　
　

	
金
札
御
製
造
之
上
、
列
藩
石
高
ニ
応
シ
、
万
石
ニ
付
壱
万
両
宛
拝
借
被
仰

付
候
間
、
其
筋
江
可
願
出
事

　

一	

返
納
方
之
義
者
、
必
其
金
札
を
以
、
毎
年
暮
其
金
高
ノ
一
割
宛
差
出
シ
、

来
ル
辰
年
迄
拾
三
ケ
年
ニ
上
納
□
切
之
事

表（13）　貸付米金銀寄（明治５年２月）
項目 金（両） 藩札（貫目） 正銀（貫目） 金単（両） 米（石） 未年且納

（両）
未年利上納

（両） 備考

仕組銀１帳 63075.313 2452.368217 98109.1250 2321.000 1967.6875
同２帳 20171.625 2478.285685 55575.6875 5853.875 2961.2500
同３帳 243551.188 5408.982492 320822.3125 5872.250 3286.7500
同４帳 115738.000 2045.785150 144963.5000 641.375 842.9375
以上小計 442536.125 12385.421544 619470.7185 14688.500 9058.6250 金１両＝藩札70匁。
勘文方銀１帳 4.017753
同２帳 15.581054
同３帳 15.019038
同４帳 37.333808
同５帳 31.374195
同６帳 44.845943
同７帳 95.549866
同８帳 350.712726
同９帳 242.824057
同10帳 1.567733
同11帳 27.004781
同12帳 4993.563 309.567821 0.677542
同13帳 319.500 997.976185 45.359238
同14帳 337.641022
同15帳 474.166164
以上小計 5313.063 2985.182146 46.036780 48616.1900 金１両＝藩札70匁＝正銀70匁
返済銀１ノ冊 13.563 1257.414925 72.901000 19018.0625
諸部署貸米寄帳 11088
４廉合計（計算値） 447862.750 16628.018615 118.937780 687104.9710 11088

４廉合計（記載値） 447862.000 16638.022615 118.937780 687247.0000 11088
金単・米の合計値は、同史料
の「壬申春元貸付米金大蔵省
江付出」と数値が一致。

出典：士族420「明治五年藩債其他御届一件」の明治５年２月「貸付米金銀銀寄」。
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一	

列
藩
拝
借
之
金
札
ハ
、
富
国
之
基
礎
被
為
立
度
御
趣
意
を
奉
體
認
、
是
を

以
産
物
等
精
々
取
建
、
其
国
益
を
引
起
シ
候
様
可
致
候
、
但
其
藩
々
役
場

ニ
お
ゐ
て
猥
ニ
遣
込
候
儀
ハ
、
決
而
不
相
成
候
□

　
　
　
（
中
略
）

　
　

	

右
之
御
趣
意
を
以
即
今
之
不
融
通
を
御
補
被
為
遊
度
御
仁
恤
之
思
召
ニ
候

間
、
貸
渡
金
を
以
返
納
之
御
仕
法
ニ
付
、
利
足
ハ
一
切
無
之
事

　
　
　
　

閏
四
月

　

太
政
官
札
（
金
札
）
発
行
に
さ
い
し
、
列
藩
石
高
（
朱
印
高
）
に
応
じ
て
一

万
石
に
つ
き
一
万
両
を
貸
し
付
け
る
。
返
納
は
金
札
で
毎
年
暮
一
割
ず
つ
、
無

利
子
で
あ
る
。
列
藩
拝
借
金
の
目
的
は
、「
富
国
之
基
礎
」
を
立
て
る
た
め
で

あ
る
の
で
、「
産
物
等
精
々
取
建
、其
国
益
を
引
起
」
す
よ
う
に
せ
よ
、と
い
う
。

山
口
藩
は
、明
治
元
戊
辰
年
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
九
万
五
〇
〇
〇
両
を
拝
借
し
た
。

　

一
金
札
九
千
五
百
両

　
　

	

右
於
御
省
過
ル
戊
辰
旧
山
口
縣
よ
り
拝
借
金
九
万
五
千
両
、
追
々
元
納
去

辛
未
春
元
七
万
七
千
九
百
拾
六
両
永
六
百
六
拾
六
文
七
歩
四
厘
江
当
ル
、

御
仕
法
通
り
以
来
年
分
年
割
上
納
金
、
前
書
之
通
御
座
候
、
御
尋
問
ニ
付

此
段
申
上
候
也

　
　

壬
申

　
　
　

三
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
縣

　
　
　
　
　

出
納
寮
御
中

　

豊
浦
藩
（
石
高
五
万
石
）
も
、「
先
般
万
石
ニ
付
金
札
壱
万
両
宛
拝
借
被
仰

付
、
右
ハ
産
物
取
建
国
益
ヲ
引
起
候
様
と
の
御
沙
汰
ニ
御
座
候
付
、
過
ル
明
治

二
己
巳
二
月
金
札
弐
万
五
千
両
拝
借
、
御
仕
法
之
通
返
納
可
取
計
之
処
、
同
秋

凶
荒
且
本
藩
諸
隊
変
動
等
ニ
而
非
常
之
費
用
相
嵩
、
不
得
止
右
御
貸
金
を
以
急

場
ヲ
凌
、
物
産
取
建
之
方
法
ヲ
失
ひ
」
と
、
明
治
二
年
二
月
に
金
札
二
万
五
〇

〇
〇
両
を
拝
借
し
た
が
、
同
年
の
不
作
と
本
藩
で
の
脱
退
騒
動
の
費
用
が
嵩
ん

だ
た
め
そ
れ
に
充
て
、「
産
物
取
建
」に
充
て
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
事
情
は
、
本
藩
で
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　

本
藩
の
山
口
藩
で
は
明
治
三
年
三
月
、
大
坂
御
用
達
の
広
岡
久
右
衛
門
・
山

中
善
五
郎
・
井
上
市
兵
衛
に
当
用
借
一
〇
万
両
を
申
し
入
れ
た
。
つ
ぎ
の
よ
う

で
あ
る）

（（
（

。

　
　
　
　

御
口
演
左
ニ

　

一	

変
動
後
国
内
不
容
易
物
入
幷
御
変
革
等
ニ
而
、
今
更
可
申
上
迄
も
無
之
御

承
知
之
処
、
猶
又
今
度
国
表
ニ
而
動
揺
有
之
彼
是
、
急
場
諸
雑
費
相
嵩
、

両
殿
様
ニ
も
御
当
惑
被
為
在
候
ニ
付
、時
勢
柄
も
不
弁
御
頼
入
兼
候
得
共
、

三
家
ニ
而
金
拾
万
両
調
達
被
下
候
様
被
仰
付
候
事

　
　
　

	

但
、
当
度
ハ
急
場
ニ
も
有
之
、
御
当
用
調
達
之
趣
ニ
付
、
此
方
・
山
中
・

井
上
三
家
計
御
呼
出
、
惣
中
へ
ハ
御
沙
汰
無
之

　
　

	

右
御
頼
談
ニ
付
、
其
後
三
家
名
代
度
々
寄
合
、
何
分
極
々
不
融
通
之
折
柄
、

始
終
歎
願
奉
申
上
候
処
、
実
ハ
先
達
而
よ
り
国
内
入
用
ニ
付
、
東
京
大
蔵

省
へ
頼
入
有
之
、
借
用
金
弐
拾
万
両
之
辻
、
弥
々
御
貸
下
相
成
候
事
ニ
治

定
致
シ
候
ニ
付
、
急
場
入
用
向
ハ
先
夫
ニ
而
埋
合
候
得
共
、
何
分
色
々
差

湊
ひ
筋
被
為
在
候
間
、
云
々

　

こ
の
当
用
借
申
し
入
れ
は
、「
今
度
国
表
ニ
而
動
揺
有
之
彼
是
、
急
場
諸
雑

二
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費
相
嵩
」、
す
な
わ
ち
脱
退
騒
動
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
東
京
大
蔵
省

へ
頼
入
有
之
、
借
用
金
弐
拾
万
両
之
辻
、
弥
々
御
貸
下
相
成
候
事
ニ
治
定
候
」

と
、
大
蔵
省
へ
頼
ん
で
二
〇
万
両
借
用
の
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
で
、
当
用
借
に

つ
い
て
は
「
御
談
延
」
と
し
、
当
暮
に
五
万
両
、
来
暮
に
五
万
両
を
大
坂
御
用

達
三
人
か
ら
借
用
す
る
約
束
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
も
政
府
か
ら
二
〇
万
両
を
拝

借
し
、
脱
隊
騒
動
の
「
急
場
」
を
凌
ぐ
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
貸
し
た
方
の
政
府
の
理
解
と
は
異
な
る
た
め
、
後
で
問
題
と
な
っ
た
。

　

明
治
五
年
四
月
の
山
口
県
の
説
明
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る）

（（
（

。

　
　

	

山
口
藩
負
債
消
却
之
内
、
正
租
税
之
外
を
以
仕
払
候
儀
者
御
聞
届
相
成
候

へ
ど
も
、
貸
附
米
金
取
立
之
分
を
以
仕
払
之
廉
幷
旧
徳
山
藩
負
債
之
内
返

弁
致
候
儀
、
辛
未
九
月
御
布
達
之
旨
ニ
相
悖
り
、
不
都
合
之
次
第
ニ
付
、

行
違
之
情
実
詳
細
取
調
候
様
、（
後
略
）

　
　
　

旧
山
口
縣
負
債
辛
未
元
利
受
払
差
引

　

一
金
拾
弐
万
弐
千
百
五
拾
四
円

　
　
　

	

但
、
諸
貸
付
金
八
拾
万
九
千
四
百
壱
円
之
内
江
雲
揚
艦
御
買
揚
ケ
代
金

之
内
九
万
八
千
九
百
拾
壱
円
相
加
、
辛
未
御
届
仕
置
候
分
、
通
商
司
借

元
金
弐
拾
万
円
口
之
内
江
直
様
立
用
ニ
し
て
相
納
幷
諸
貸
付
之
内
元
入

弐
万
三
千
弐
百
四
拾
三
円
共
、
合
而
一
ツ
書
之
通
、
負
債
元
利
納
江
払

方
仕
候
付
、壬
申
年
貸
付
金
高
六
拾
八
万
七
千
弐
百
四
拾
七
両
ニ
相
減
、

御
届
出
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　

右
三
廉
受
合
金
拾
九
万
六
千
七
百
九
拾
三
円

　

政
府
は
、「
貸

附
米
金
取
立
之

分
を
以
仕
払
之

廉
」（
前
掲
表

８
の
一
二
万
二

一
五
四
両
）
の

内
容
、
お
よ
び

既
に
支
払
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と

を
問
題
（「
不

都
合
」）
と
し

て
い
る
。
山
口

県
は
こ
れ
に
対

し
て
、「
通
商
司
借
元
金
弐
拾
万
円
口
」（「
為
替
会
社
借
元
金
弐
拾
万
両
」と
も
）

の
内
へ
、
雲
揚
丸
政
府
買
上
代
の
残
り
九
万
八
九
一
一
円
を
納
め
、
ま
た
、
領

内
貸
付
取
立
に
よ
る
二
万
三
二
四
三
円
を
納
め
た
と
説
明
し
て
い
る
。こ
の「
通

商
司
借
元
金
弐
拾
万
円
口
」
と
、先
ほ
ど
の
大
蔵
省
に
頼
ん
だ
二
〇
万
両
と
は
、

同
じ
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
貸
付
高
を
取
り
立
て
て
藩
債
を
払
っ
た
と
す

る
廉
の
二
〇
万
一
一
三
一
両
は
、
一
九
万
六
七
九
三
円
に
修
正
さ
れ
た
が
、
問

題
が
解
決
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
六
年
一
月
の
史
料
は
つ
ぎ
の
よ
う
で

あ
り
、
全
体
を
表
（
14
）
に
示
し
た）

（（
（

。

　
　
　
　

覚

表（14）　物産基立金・石高拝借金（明治６年１月）
項目 金（円） 備考

旧山口藩物産基立金昨年貸
付負債共届高 196363 表（10）の「外ニ産物基立金トして仮

渡之分」と数値が一致。
石高拝借金拾万両幷支藩之
分共悉皆藩費ニ遣払候処御
旨意筋ニ悖候故、諸所越荷
方備金貸付有之分引当

40000

合計 236363
内
下関越荷方９万両の内朝鮮
交易損金差引残り 85447 損金 4552 円。

中関越荷方出金の分 12465
上関越荷方 5165
室積越荷方 15057
同所波戸場築立貸渡 272
同所越荷方 1739
中関越荷方別廉質 253
小野田潟開作入費 71995
同所ポンプ費用 7550 据え付け不調で損金。
周済署 8370
赤間関製蠟所根金１万円の
内、３千円損金残り 7000 櫨実・生蠟価格不調で損金。

物産根金（悉皆損金に） 23000
桑苗・櫨苗植付、養蚕所織殿など開局
したが、損金が出て引き合わず。根金
は悉皆損金にしたい。

合計 238316
出典：戦前Ａ「士族」296「藩債幷貸附一件」。

二
五



　

一
金
拾
九
万
六
千
三
百
六
拾
三
円

　
　
　

	
但
、
旧
山
口
藩
物
産
基
立
金
昨
年
貸
付
負
債
共
、
詳
細
御
届
仕
候
節
申

出
置
候
分

　

一
同
四
万
円

　
　
　

	

但
、
石
高
拝
借
金
拾
万
両
幷
支
藩
之
分
共
、
悉
皆
藩
費
ニ
遣
払
候
処
御

旨
意
筋
ニ
悖
候
故
、
山
口
縣
ニ
而
諸
所
越
荷
利
備
金
其
外
鎖
細
之
金
員

迄
も
取
繕
、
元
金
前
書
之
通
貸
付
有
之
候
付
、
石
高
拝
借
不
残
御
払
切
、

右
金
員
ハ
別
途
上
納
之
儀
相
伺
候
処
、
御
許
可
可
相
成
候
分

　
　

金
弐
拾
三
万
六
千
三
百
六
拾
三
円

　
　
　
　

内

　
　

金
八
万
五
千
四
百
四
拾
七
円
四
拾
三
銭
七
厘

　
　
　

	

但
、
下
之
関
越
荷
方
江
物
産
基
立
金
之
内
五
万
両
、
別
途
上
納
相
伺
候

金
四
万
両
、
合
九
万
両
差
出
置
候
内
四
千
五
百
五
拾
弐
円
五
拾
六
銭
弐

厘
五
毛
、
先
年
朝
鮮
交
易
之
発
起
其
外
、
商
法
方
ニ
付
損
金
ニ
相
成
候

分
引
之
、
残
金
ニ
当
ル
分
別
帋
小
割
書
之
通
、
此
度
御
引
渡
之
分

　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　

	

右
旧
山
口
藩
物
産
基
立
金
之
内
幷
石
高
拝
借
金
ニ
可
引
当
積
を
以
貸
付
置

候
四
万
円
共
、
都
合
八
万
五
千
四
百
四
拾
七
円
四
拾
三
銭
七
厘
五
毛
、
此

度
縣
地
出
張
従
六
位
森
清
蔵
へ
引
渡
、
別
帋
受
取
証
書
写
差
出
申
候
、
其

余
年
経
貸
付
等
ハ
、
書
面
之
趣
を
以
年
々
十
二
月
限
り
取
立
、
別
途
上
納

仕
度
、
且
損
金
ニ
相
成
候
分
ハ
、
実
際
不
得
止
事
情
、
委
細
同
人
江
申
談

置
候
間
、
御
聞
取
被
成
下
可
然
御
聞
済
有
之
度
、
此
段
相
伺
申
候
也

　
　
　
　

明
治
六
年

　
　
　
　
　
　
　

一
月　
　
　
　
　
　

三
名

　
　
　
　
　
　

大
蔵
太
輔
宛　

　
「
旧
山
口
藩
物
産
基
立
金
」
一
九
万
六
三
六
三
円
と
、「
石
高
拝
借
金
」
一
〇

万
両
が
登
場
す
る
。
前
者
は
前
述
の
大
蔵
省
に
頼
ん
で
拝
借
し
た
「
通
商
司
借

元
金
弐
拾
万
円
」、
後
者
は
前
述
の
「
過
ル
戊
辰
旧
山
口
縣
よ
り
拝
借
金
九
万

五
千
両
」由
来
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
こ
れ
ら
政
府
か
ら
貸
し
た
金
は
、

本
来
「
富
国
之
基
礎
」
を
立
て
る
た
め
、「
産
物
等
精
々
取
建
」
る
た
め
に
貸

し
た
（
明
治
元
年
閏
四
月
の
布
令
）
の
で
あ
っ
て
、「
悉
皆
藩
費
ニ
遣
払
候
処

御
旨
意
筋
ニ
悖
」
る
、
ま
た
「
一
般
之
御
処
分
」
の
前
に
支
払
っ
た
こ
と
が
問

題
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
政
府
の
立
場
で
あ
る
。
山
口
県
の
側
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
は
戊
辰
戦
争
の
戦
費
や
脱
退
騒
動
の
た
め
に
支
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

「
悉
皆
藩
費
ニ
遣
払
」っ
た
と
い
わ
れ
て
も
、
当
惑
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し

こ
の
指
摘
に
は
答
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、「
物
産
基
立
金
」
と
し
て
貸
し
付

け
た
と
名
目
の
立
つ
も
の
を
拾
い
集
め
て
、
明
治
五
年
八
月
～
十
月
に
県
に
出

張
し
て
き
た
大
蔵
省
官
員
に
届
け
た
。
特
に
下
関
越
荷
方
に
貸
し
付
け
て
あ
る

九
万
両
の
内
、
対
馬
の
人
を
介
し
て
企
画
し
た
朝
鮮
交
易
が
実
現
せ
ず
に
損
金

に
な
っ
た
部
分
を
除
く
八
万
五
四
四
七
円
を
引
き
渡
す
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

三
井
組
の
下
関
出
張
所
が
、
一
旦
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

表
（
14
）
で
見
る
と
、
こ
の
ほ
か
中
関
・
上
関
・
室
積
の
越
荷
方
へ
の
貸
付
、

小
野
田
潟
開
作
・
同
ポ
ン
プ
費
用
、
赤
間
関
製
蠟
所
根
金
、
物
産
根
金
等
で
、

合
計
二
三
万
八
三
一
六
円
と
な
る
。
こ
の
額
は
、
前
掲
表
（
10
）「
山
口
県
内

二
六



管
下
人
民
其
外
貸
米
金
銀
付
立
」
の
「
仕
組
懸
り
諸
貸
付
之
分
」
四
四
万
六
〇

七
九
両
、
あ
る
い
は
表
（
13
）
の
「
仕
組
銀
」
一
～
四
帳
の
合
計
六
二
万
両
弱

に
含
ま
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
貸
付
の
う
ち
、
下
関
越
荷
方
の
朝
鮮
交

易
失
敗
に
よ
る
損
金
四
五
五
二
円
、
小
野
田
潟
据
え
付
け
ポ
ン
プ
損
金
七
五
五

〇
円
、
赤
間
関
製
蠟
所
損
金
三
〇
〇
〇
円
、
物
産
根
金
全
額
損
金
二
万
三
〇
〇

〇
円
な
ど
多
額
の
損
金
が
出
て
お
り
、と
く
に
最
後
の
二
万
三
〇
〇
〇
円
は「
悉

皆
損
金
」
に
し
た
い
（
借
金
を
「
棄
捐
」
＝
帳
消
し
に
し
て
ほ
し
い
）
と
い
う
。

こ
れ
ら
損
金
の
う
ち
で
、
政
府
の
判
断
に
よ
り
「
棄
捐
」
さ
れ
た
も
の
が
多
く

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
政
府
か
ら
の
拝
借
金
を
検
討
し
て
き
た
が
、
少
な
く
と
も
明
治
元
年

の
石
高
拝
借
金
約
一
〇
万
両
、明
治
三
年
の「
通
商
司
借
元
金
弐
拾
万
両
」（「
物

産
基
立
金
」）
の
計
三
〇
万
両
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
函
館

戦
争
時
の
金
札
七
万
六
〇
〇
〇
両
拝
借
、
政
府
か
ら
の
加
勢
と
考
え
ら
れ
る
雲

揚
丸
買
上
代
一
三
万
二
五
〇
〇
両
を
加
え
る
と
、
二
〇
万
八
五
〇
〇
両
の
上
乗

せ
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
拝
借
金
は
、
と
り
あ
え
ず
は
戊
辰
戦
争
・
藩
内
脱
退
騒

動
に
注
ぎ
込
ま
れ
、
政
府
の
貸
金
意
図
で
あ
る
物
産
取
立
と
は
違
っ
た
が
、
結

局
は
辻
褄
合
わ
せ
に
な
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
藩
債
「
支
消
」
の
結
末
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
明
治
五
年
三
月
二

十
七
日
大
蔵
大
輔
井
上
馨
が
、
旧
藩
負
債
の
採
否
に
関
す
る
調
査
結
果
の
決
済

を
太
政
官
に
求
め
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う）

（（
（

。

　
　

	

旧
藩
負
債
一
般
御
処
分
ノ
儀
、
年
度
ノ
区
別
最
緊
要
ノ
儀
ニ
有
之
、
既
ニ

貸
借
ノ
道
天
保
十
四
卯
年
旧
幕
府
ニ
於
テ
、
元
来
相
対
借
ノ
分
此
節
限
裁

許
不
申
付
、
自
今
貸
出
候
分
ハ
前
々
ノ
通
可
及
裁
許
候
、（
中
略
）
発
令

ヲ
参
考
シ
、
右
卯
年
以
前
ノ
部
ヲ
古
借
ト
シ
テ
皆
棄
捐
致
シ
、
弘
化
元
辰

年
ヨ
リ
慶
応
三
卯
年
迄
ニ
二
十
四
年
間
ノ
部
ヲ
中
借
ト
シ
、
無
利
息
五
十

ケ
年
賦
、
明
治
元
辰
年
以
来
ノ
部
ヲ
新
借
ト
シ
テ
、
二
十
五
ケ
年
賦
三
年

据
置
四
朱
ノ
利
ト
定
メ
、
古
中
新
ノ
区
別
三
種
ニ
相
立
て
可
然
哉
ノ
事

　

明
治
六
年
三
月
三
日
の
太
政
官
布
告
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　

一	

天
保
十
四
癸
卯
年
以
前
、
旧
藩
ニ
於
テ
借
入
候
金
穀
ノ
類
ハ
、
公
債
ニ
不

相
立
候
事

　

一	

弘
化
元
甲
辰
年
ヨ
リ
慶
応
三
丁
卯
年
迄
ノ
間
藩
用
ニ
借
入
候
金
穀
ノ
類
ハ

公
債
ニ
相
立
、
昨
壬
申
年
ヨ
リ
無
利
息
五
十
ケ
年
賦
ノ
事

　

一	

明
治
元
戊
辰
年
ヨ
リ
同
五
壬
申
年
迄
ノ
間
、右
同
断
ノ
類
ハ
公
債
ニ
相
立
、

昨
壬
申
年
ヨ
リ
二
十
五
ケ
年
賦

　
　
　

但	

、
利
息
ノ
儀
ハ
、
戊
辰
年
以
来
滞
候
月
ヨ
リ
辛
未
年
中
迄
四
朱
元
金

へ
組
込
相
渡
、
無
利
息
約
定
ノ
分
ニ
テ
モ
辛
未
七
月
ヨ
リ
以
後
ハ
四

朱
利
相
渡
候
事

　

第
一
条
の
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
は
、
幕
府
が
棄
捐
令
を
出
し
た
年
で

あ
り
、
そ
れ
に
倣
っ
て
そ
れ
以
前
の
藩
債
を
棄
捐
す
る
と
い
う
（
井
上
の
い
う

古
借
）。
第
二
条
は
、弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
の
分
（
井

上
の
い
う
中
借
）
で
、明
治
五
年
か
ら
無
利
息
五
〇
年
賦
と
す
る
。
第
三
条
は
、

明
治
元
年
か
ら
同
五
年
ま
で
の
分
（
井
上
の
い
う
新
借
）
で
、
明
治
五
年
か
ら

二
五
年
賦
・
年
利
四
％
と
す
る
。
こ
れ
が
前
述
し
た
「
一
般
之
御
処
分
」
に
当

た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
七



　

こ
の
「
一
般
之
御
処
分
」
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
が
、
表
（
15
））

（（
（

で
あ

る
。
山
口
藩
の
藩
債
は
、
内
国
債
八
二
万
円
余
・
刪
除
債
一
一
一
万
円
余
の
計

一
九
三
万
円
余
で
あ
る
。
こ
れ
に
外
国
債
一
六
七
〇
円（
こ
れ
は
留
学
生
費
用
）

を
加
え
る
と
、
一
九
四
万
円
余
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
旧
藩
債
合
計
一

九
四
万
円
の
う
ち
五
七
・
六
％
が
「
刪
除
」（
削
除
）
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
刪

除
」
の
う
ち
大
き
い
の
は
「
古
債
」（
井
上
の
い
う
古
借
）
で
、
天
保
十
四
年

以
前
の
藩
債
が
棄
捐
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
多
い
「
棄
債
」
は
、
明
治

四
年
の
届
出
期
間
中
に
届
け
出
な
か
っ
た
り
、
証
書
を
な
く
し
た
り
し
て
公
債

と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
、あ
る
い
は
政
府
か
ら
の
拝
借
金
の
う
ち
「
棄
捐
」

さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

残
っ
た
内
国
債
八
二
万
円
余
の
う
ち
、
新
債
（
新
借
）
一
八
万
九
六
八
七
円

余
は
年
利
四
％
二
五
年
賦
、
旧
債
（
中
借
）
五
二
万
三
一
七
八
円
余
は
無
利
息

五
〇
年
賦
に
条
件
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

他
藩
と
比
較
し
て
み
る
と
、
佐
賀
藩
で
は
、
刪
除
債
の
割
合
が
二
〇
・
五
％

と
低
く
、
内
国
債
も
二
四
・
五
七
万
円
余
と
多
く
な
い
が
、
外
国
債
が
四
七
万

円
余
と
飛
び
抜
け
て
多
い
。
外
国
か
ら
艦
船
・
武
器
を
大
量
に
輸
入
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
か
。
鹿
児
島
藩
で
は
、
刪
除
債
の
割
合
が
七
五
・
九
％
と
飛
び
抜
け

て
大
き
く
、
残
っ
た
内
国
債
は
佐
賀
藩
と
同
じ
位
で
あ
る
。
広
島
藩
で
は
、
刪

除
債
の
割
合
が
四
八
・
四
％
と
比
較
的
高
い
が
、古
債
が
な
く
棄
債
・
古
借
滞
利
、

そ
れ
に
幕
債
が
多
い
。
残
っ
た
内
国
債
は
、九
〇
万
円
余
と
山
口
藩
よ
り
多
い
。

　
　
　

お
わ
り
に

表（15）　「藩債輯録」表　　　単位：円
項目 岩国藩 徳山藩 山口藩 豊浦藩 清末藩 防長合計 広島藩 佐賀藩 鹿児島藩

石高（石） 60000.000 40010.000 369411.000 50000.000 10000.000 529421.000 485714.000 219038.000 869593.000

公債＝内国債 15950.208 49806.244 820868.246 154021.304 43267.121 1083913.123 903694.605 245703.875 244710.069
内新債（新借） 0.000 13419.565 189687.723 5091.667 12600.797 220799.752 210509.200 28242.207 148602.822
内旧債（中借） 0.000 36314.429 523178.955 123743.984 14822.386 698059.754 304145.320 12921.749 96107.247
内租税債 2116.875 72.250 3013.011 10428.708 15843.938 31474.782 77575.533
内官債 13833.333 0.000 104988.557 14756.945 0.000 133578.835 265583.333 192916.667
内即償債 45881.219 11623.252

刪除 77534.917 38066.006 1117959.461 99426.494 19232.227 1352219.105 891954.930 185789.285 1076489.482
内古債（古借） 0.000 0.000 719554.374 9411.625 1809.145 730775.144 156420.421 504325.000
内棄債 53764.284 18973.705 344792.683 73385.627 16847.829 507764.128 330199.029 568816.423
内古借滞利 0.000 151.221 53612.404 16629.242 575.253 70968.120 302353.829 29368.864 3348.059
内私債 0.000 18941.080 0.000 0.000 0.000 18941.080
内宿債 23770.633 0.000 0.000 0.000 0.000 23770.633
内幕債 259402.072

総計 93485.125 87872.250 1938827.707 253447.798 62499.348 2436132.228 1795649.535 431493.160 1321199.551
外ニ外国債（公債） 1670.830 1670.830 46170.000 471975.260 96905.379
二口計 1940498.537 2437803.058 1841819.535 903468.420 1418104.930
出典：『明治前期財政経済史料集成』第九巻「藩債輯録」。『明治財政史』第八巻のうち、以下の（　）は明治５年３月27日井上馨によるもの。
注記：古債は、「天保十四年前ニ係ル借財及ヒ貸借原年不明ニシテ法ニ拠リ天保十四年前ノ借用スルモノヲ云フ」。（卯年以前ノ部ヲ古借トシ

テ悉皆棄捐致シ）。
棄債は、「辛未年公布期限中債主届出ヲ失誤スル者、或ハ無証券或ハ証券流焼失スル者、或ハ永納冥加金或ハ債主ヘ臨問審理ノ上藩債

ニ当ラサル者、其他法則ニ照シ公債ニ立サル者ヲ云フ」
古借滞利は、「初頭債主藩吏ノ届ケ出ル所ト其実ヲ殊ニシ、精敷調査ノ後天保十四年前ノ借用或ハ滞利息等ニ帰スル者ヲ云フ」。
私債は、「旧藩士ノ請ヲ允シ其藩内ニ於テ私償セシムル者ヲ云フ」。
新債は、「明治元年以降其償入ヲ滞ル月ヨリ明治四年迄四朱利ヲ加算シ之ヲ元金ニ通計ス」。（明治元辰年以来ノ部ヲ新借トシテ、

二十五ケ年賦三年据置四朱利ト定メ）。
新旧二債は、「藩債中ニ於テ公債一般ノ法則ニ照シ新旧公債証書現金等ヲ以テ償還ノ法ニ処スル者ヲ云フ」。（弘化元辰年ヨリ慶応三卯

年迄二十四年間ノ部ヲ中借トシ無利息五十年賦）。
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前
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
藩
借
銀
は
、
六
万

二
四
七
六
・
五
三
貫
目
で
あ
り
、
う
ち
三
万
三
〇
〇
〇
貫
目
は
公
借
が
多
く
凍

結
・
準
凍
結
と
な
っ
て
い
た
。
残
る
「
年
賦
返
済
之
部
」（
内
借
＝
大
坂
御
用

達
・
藩
内
御
用
達
か
ら
の
借
銀
）
は
二
万
九
〇
〇
〇
貫
目
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
嘉
永
六
年
ま
で
に
総
額
六
万
貫
目
に
な
っ
た
あ
と
、
文
久
元
年
（
一
八
六

一
）
五
万
三
〇
〇
〇
貫
目
弱
に
な
り
、
文
久
二
年
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
二

～
六
四
）
の
三
年
間
で
、
約
定
の
分
を
含
め
て
一
万
三
七
〇
二
貫
目
も
増
加
し

た（
六
万
六
六
三
七
貫
目
）。
こ
れ
以
降
四
年
間
は
、大
坂
と
の
関
係
が
途
絶
し
、

大
坂
で
の
借
銀
・
米
紙
の
売
却
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
借
銀
返
済
の
凍
結
、
瀬

戸
内
売
り
の
展
開
、
藩
札
の
大
増
刷
・「
諸
仕
組
銀
」
ほ
か
の
特
別
会
計
に
よ

る
事
業
展
開
、
領
民
に
よ
る
献
納
・
協
力
に
よ
っ
て
、
戦
争
経
済
を
構
築
し
て

い
っ
た
。
背
景
に
あ
っ
た
の
が
、
文
政
期
以
来
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、
幕

末
・
維
新
に
か
け
て
の
五
〇
年
間
で
、
米
を
指
標
に
し
た
貨
幣
価
値
が
九
分
の

一
に
ま
で
縮
ん
だ
。
安
政
五
年
か
ら
元
治
元
年
に
か
け
て
の
札
銀
二
万
五
〇
〇

〇
貫
目
に
及
ぶ
大
増
刷
（
第
二
次
大
増
刷
、
出
高
は
一
両
＝
藩
札
七
五
匁
の
和

市
に
し
て
六
四
万
七
四
一
三
両
）
は
、「
後
ロ
金
」
の
準
備
、
領
内
御
用
達
を

通
し
て
の
融
通
等
に
よ
っ
て
札
価
を
維
持
し
、
ま
た
、
金
銀
の
海
外
流
出
、
幕

府
貨
幣
の
悪
鋳
に
よ
る
価
格
低
下
等
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
藩
札
の
流
通
を
可

能
に
し
た
。

　

維
新
期
に
入
っ
て
藩
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
こ
と
は
、
銀
目
廃
止
に
よ
る
借

銀
の
金
直
し
で
、
藩
借
銀
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
（
金
一
両
＝
銀
一
六
一
匁
と
い

う
大
坂
の
銀
安
相
場
）
と
、
米
価
の
高
騰
で
あ
っ
た
。
戊
辰
戦
争
時
に
諸
藩
は

戦
費
調
達
に
苦
し
ん
だ
が
、
山
口
藩
は
「
分
捕
り
物
」（
石
見
・
豊
前
占
領
に

よ
る
も
の
か
）と
、「
諸
仕
組
銀
」、藩
札
の
大
増
刷
と
い
っ
た
特
別
会
計
の
事
業
、

そ
れ
に
政
府
か
ら
の
金
札
の
貸
与
等
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
乗
り
切
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
藩
札
の
第
三
次
大
増
刷
は
、
藩
札
和
市
か
ら
み
て
戊
辰

戦
争
時
に
行
わ
れ
た
と
推
定
し
た
。
出
高
は
一
三
万
貫
目
、
一
両
＝
藩
札
六
四

匁
の
和
市
に
し
て
二
〇
三
万
一
二
五
〇
両
と
い
う
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
明

治
二
年
後
半
か
ら
の
札
価
の
安
定
は
、
四
〇
万
両
に
及
ぶ
「
引
換
済
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
藩
札
の
取
り
込
み
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

藩
札
・
藩
債
の
「
支
消
」（
償
還
）
は
、
当
初
明
治
三
年
九
月
の
「
藩
制
」

で
は
、
藩
債
惣
額
に
よ
っ
て
「
支
消
」
の
目
途
を
定
め
、
家
禄
（
藩
主
家
の
私

費
）、
士
卒
禄
そ
の
他
の
公
廨
入
費
で
償
却
を
命
じ
た
。
山
口
藩
で
も
こ
れ
を

受
け
て
、
明
治
四
年
五
月
、
有
司
は
地
下
馳
走
米
石
別
三
升
・
家
禄
十
分
の
一
・

士
卒
給
禄
十
分
の
一
で
得
ら
れ
る
三
万
石
で
の
二
五
年
賦
、「
撫
署
宝
庫
」
の

一
〇
〇
万
両
の
う
ち
か
ら
六
一
万
両
を
高
利
借
金
の
返
済
に
充
て
る
計
画
を
立

て
た
。
米
価
は
米
一
石
＝
金
五
・
五
両
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
の

藩
債
・
藩
札
の
合
計
は
四
六
〇
万
両
で
あ
っ
た
。
藩
札
を
二
〇
三
万
両
余
と
す

る
と
、
藩
債
は
こ
の
時
点
で
二
五
六
万
両
余
と
な
る
。

　

藩
札
・
藩
債
「
支
消
」
の
和
市
は
、
領
外
（
大
坂
）
で
は
明
治
元
年
銀
目
廃

止
時
の
大
坂
仕
舞
相
場
金
一
両
＝
銀
一
六
一
匁
、
領
内
で
は
明
治
四
年
七
月
十

四
日
廃
藩
置
県
時
の
金
一
両
＝
藩
札
七
〇
匁
（
萩
・
山
口
平
均
相
場
）
が
用
い

ら
れ
た
。
新
貨
と
藩
札
の
交
換
に
あ
た
っ
て
は
、
新
貨
一
円
＝
藩
札
七
七
匁
の

和
市
が
適
用
さ
れ
た
。

二
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藩
札
の
「
支
消
」
は
、引
替
準
備
金
を
領
民
に
貸
与
し
、そ
れ
の
利
子
を
も
っ

て
償
却
す
る
な
ど
の
方
途
を
と
っ
た
が
、
や
が
て
政
府
が
責
任
を
持
っ
て
新
貨

幣
と
交
換
す
る
と
い
う
「
一
般
之
御
処
置
」
と
な
り
、
実
際
の
交
換
は
明
治
六

年
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
さ
い
引
替
準
備
金
を
政
府
に
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
山
口
藩
四
八
万
両
上
納
の
出
所
が
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い

は
「
撫
署
宝
庫
ノ
現
在
金
凡
百
万
余
ノ
内
」
で
あ
ろ
う
か
。
引
替
対
象
と
な
っ

た
山
口
藩
札
は
、
新
貨
に
し
て
一
四
八
万
円
余
で
あ
っ
た
。

　

藩
債
の
「
支
消
」
は
、
当
初
右
に
見
た
よ
う
に
各
藩
の
責
任
で
進
め
ら
れ
て

い
く
が
、
そ
れ
が
困
難
に
な
る
と
、
こ
れ
も
「
一
般
之
御
処
分
」
が
明
治
四
年

末
～
六
年
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
政
策
転
換
は
、
政
府
と
藩
・
県
の
間
で
行
き

違
い
を
生
じ
、
藩
・
県
の
側
で
は
辻
褄
合
わ
せ
に
苦
労
し
た
。
行
き
違
い
の
内

容
は
、
①
「
一
般
之
御
処
分
」
が
確
定
す
る
ま
で
は
返
済
を
見
合
わ
せ
る
と
い

う
政
府
の
通
知
と
、
藩
の
側
の
従
来
方
針
に
沿
っ
て
仕
払
を
一
部
済
ま
せ
た
こ

と
の
齟
齬
、
②
政
府
か
ら
の
金
札
貸
与
は
、「
産
物
取
立
」
の
趣
旨
で
あ
っ
た

が
、
藩
の
側
で
は
戊
辰
戦
争
や
脱
退
騒
動
の
戦
費
に
使
用
し
た
こ
と
の
齟
齬
、

③
「
産
物
取
立
」
は
山
口
藩
で
は
安
政
期
か
ら
進
め
て
き
た
政
策
で
あ
っ
た
が
、

諸
所
越
荷
方
事
業
や
産
物
取
立
で
も
損
金
が
大
量
に
出
る
な
ど「
武
士
の
商
法
」

的
な
側
面
が
あ
り
、
政
府
に
棄
捐
を
求
め
た
こ
と
、
④
藩
に
対
す
る
債
権
の
確

定
に
手
間
取
り
、
困
難
を
極
め
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
政
府

か
ら
の
拝
借
金
で
は
、
石
高
拝
借
金
一
〇
万
両
・「
通
商
司
借
元
金
弐
拾
万
両
」

の
計
三
〇
万
両
に
及
ぶ
大
金
、
そ
れ
に
函
館
戦
争
時
の
金
札
七
万
六
〇
〇
〇
両

と
、
政
府
か
ら
の
加
勢
と
み
ら
れ
る
雲
揚
丸
買
上
代
一
三
万
二
五
〇
〇
両
を
加

え
る
と
、
二
〇
万
八
五
〇
〇
両
の
上
乗
せ
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
拝
借
金
は
、
戊

辰
戦
争
・
脱
退
騒
動
に
注
ぎ
込
ま
れ
、
政
府
の
貸
金
意
図
と
は
違
っ
た
が
、
結

局
は
辻
褄
合
わ
せ
に
な
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

藩
債
の
「
一
般
之
御
処
分
」
を
主
導
し
た
井
上
馨
は
、借
銀
時
期
に
よ
っ
て
、

古
借
（
天
保
十
四
年
以
前
）・
中
借
（
弘
化
元
年
～
慶
応
三
年
）・
新
借
（
明
治

元
年
～
同
五
年
）
に
分
け
、古
借
は
幕
府
の
棄
捐
令
に
倣
っ
て
棄
捐
（
帳
消
し
）、

中
借
は
明
治
五
年
か
ら
無
利
息
五
〇
年
賦
、
新
借
は
同
二
五
年
賦
年
利
四
％
と

し
た
。
山
口
藩
の
藩
債
は
、
内
国
債
八
二
万
円
・
刪
除
債
一
一
一
万
円
・
外
国

債
（
留
学
生
費
用
）
一
六
七
〇
円
で
、
合
計
一
九
四
万
円
と
な
る
。
驚
く
べ
き

こ
と
に
、
旧
藩
債
合
計
一
九
四
万
円
の
う
ち
五
七
・
六
％
が
「
刪
除
」（
削
除
、

帳
消
し
）
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
古
債
（
古
借
）
七
二
万
円
は
、
利
下
げ
・

年
延
べ
を
繰
り
返
し
た
挙
げ
句
の
「
棄
捐
」
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
と
ど
め
を

刺
し
た
観
が
あ
る
。
中
借
・
新
借
も
返
済
条
件
が
格
段
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

山
口
藩
の
場
合
特
徴
的
な
の
は
、
領
内
貸
付
高
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
取
り
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
藩
債
を「
支
消
」し
た
。貸
付
高
の
中
身
は
、

「
仕
組
懸
り
諸
貸
付
之
分
」
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
会
計
で
あ
る
。
戦
費
調
達

と
藩
債
「
支
消
」
に
果
た
し
た
特
別
会
計
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
明
治
四
年

五
月
時
点
の
藩
債
推
定
二
五
六
万
両
余
と
、「
一
般
之
御
処
分
」
時
の
一
九
四

万
円
と
の
間
に
は
、
和
市
違
い
に
よ
る
差
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
三
〇
数
万
両

の
差
が
あ
る
。「
撫
署
宝
庫
ノ
現
在
金
凡
百
万
余
ノ
内
」と
の
関
係
が
あ
る
の
か
、

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

前
稿
で
、
文
政
五
年
か
ら
幕
末
・
維
新
期
ま
で
を
含
む
約
五
〇
年
間
の
米
を

三
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指
標
に
し
て
の
貨
幣
価
値
が
、
九
分
の
一
に
下
落
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
逆

に
い
え
ば
、
九
倍
以
上
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
物
価
が
連
続
し
て
高
騰
す
る

こ
と
）
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
明
治
初
年
の
大
坂
の
極
端
な
銀
安
相

場
に
よ
る
金
直
し
（
金
一
両
＝
銀
一
六
一
匁
）、
領
内
米
価
の
高
騰
（
明
治
元

年
米
一
石
＝
藩
札
三
二
一
・
五
匁
、
同
二
年
六
一
七
・
三
匁
、
同
三
年
三
六
三
・

六
匁
、
同
四
年
二
六
四
・
六
匁
）
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
萩
・
山
口
藩
は
、

こ
う
い
っ
た
和
市
変
動
を
よ
く
観
察
し
て
お
り
、
藩
札
大
増
刷
の
時
期
と
札
価

維
持
の
手
法
、
金
直
し
に
よ
る
藩
債
削
減
な
ど
、
徹
底
的
に
和
市
変
動
を
利
用

し
た
と
言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
和
市
変
動
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
や

や
も
す
れ
ば
萩
藩
（
長
州
藩
）
の
幕
末
期
に
注
目
が
集
ま
り
、
明
治
初
年
の
研

究
が
手
薄
で
あ
る
こ
と
を
、
具
体
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
ま
だ
多
く
の

課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、本
稿
の
主
題
は
引
き
続
き
探
究
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
拙
稿
「
幕
末
期
萩
藩
財
政
史
研
究
序
説
」（『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
七

号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
２
）
作
道
洋
太
郎
『
近
世
封
建
社
会
の
貨
幣
金
融
構
造
』
塙
書
房
、
一
九
七

一
年
）・
下
山
三
郎『
近
代
天
皇
制
研
究
序
説
』（
岩
波
書
店
、一
九
七
六
年
）・

新
保
博
『
近
世
の
物
価
と
経
済
発
展
』
東
洋
経
済
新
報
社
、一
九
七
八
年
）・

岩
橋
勝
『
近
世
日
本
物
価
史
の
研
究
』（
大
原
新
生
社
、
一
九
八
一
年
）・

中
村
哲
『
明
治
維
新
』（
集
英
社
、
一
九
九
二
年
）・
松
尾
正
人
『
廃
藩
置

県
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）・
茂
木
陽
一
「
明
治
初
年
に

お
け
る
藩
札
発
行
高
の
全
国
数
値
に
つ
い
て
」（『
三
重
法
経
』一
二
一
号
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
３
）
三
輪
為
一
「
長
州
藩
の
藩
札
」（『
社
会
経
済
史
学
』
八
巻
六
号
、
一
九

三
八
年
）・
穐
本
洋
哉「
萩
藩
財
政
収
支
と
経
済
政
策
」（『
社
会
経
済
史
学
』

四
二
巻
四
号
、
一
九
七
七
年
）・
西
川
俊
作
・
谷
村
賢
治
「
藩
札
論
再
考
：

萩
札
・
広
島
札
を
中
心
に
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
七
三
巻
三
号
、
一
九
八

〇
年
）・
伊
藤
昭
弘
「
近
世
後
期
の
藩
領
国
に
お
け
る
資
本
循
環
構
造
と

藩
財
政
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
八
五
号
、
二
〇
一
一
年
）。

（
４
）
萩
博
物
館
所
蔵
杉
家
文
書
、
元
治
元
年
一
月
二
十
二
日
「
御
借
銀
覚
」。

（
５
）
山
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫「
政
理
」一
〇
七「
長
州
諸
用
帳
」。
以
下
、

同
文
庫
史
料
の
場
合
、
文
庫
「
政
理
」
一
〇
七
「
文
書
名
」
の
よ
う
に
表

記
す
る
。

（
６
）
文
庫
「
太
政
官
日
誌
」
一
「
太
政
官
日
誌
」。

（
７
）『
明
治
財
政
史
』
第
一
一
巻
（
明
治
財
政
史
編
纂
委
員
会
、吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
二
年
三
版
）。

（
８
）
松
尾
正
人
前
掲
書
。

（
９
）
文
庫
「
速
記
類
」
五
八
「
世
外
侯
事
歴
維
新
財
政
談
」。

（
10
）
矢
野
健
太
郎「
幕
末
長
州
藩
の
石
見
・
豊
前
に
お
け
る
地
方
支
配
」（『
瀬

戸
内
海
地
域
史
研
究
』
第
七
輯
、
一
九
九
九
年
）。

（
11
）『
明
治
財
政
史
』。

（
12
）
文
庫
「
雲
上
」
三
三
「
御
達
書
」、
明
治
三
年
十
二
月
十
五
日
「
元
箱

館
府
御
用
達
山
口
藩
支
配
地
防
州
小
郡
秋
穂
村
平
原
平
右
衛
門
手
代
辰

三
一



蔵
」
の
大
蔵
省
役
所
宛
「
勘
定
仕
訳
御
請
書
」。

（
13
）
文
庫
「
政
理
」
一
〇
七
「
長
州
諸
用
帳
」。

（
14
）
松
尾
正
人
前
掲
書
。

（
15
）
文
庫
「
諸
省
」
五
七
七
「
御
布
告
控
」。

（
16
）
文
庫
「
諸
省
」
五
七
七
「
明
治
二
年
弁
官
其
他
御
達
書
控
」。

（
17
）
文
庫
「
雲
上
」
三
三
「
御
達
書
控
」。

（
18
）
文
庫
「
諸
省
」
五
五
九
「
藩
制
改
革
一
件
」。

（
19
）
山
口
県
文
書
館
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
三
〇
六
「
山
口
藩
従
前
支
配
地
総

高
其
他
」。
な
お
、
文
庫
「
政
理
」
一
八
四
に
も
同
題
の
史
料
が
あ
る
。

（
20
）
文
庫
「
諸
省
」
五
七
七
「
明
治
二
年
弁
官
其
他
御
達
書
控
」。

（
21
）
文
庫
「
雲
上
」
三
六
「
明
治
三
年
正
月
ヨ
リ
朝
廷
事
往
復
書
其
他
控
」。

（
22
）『
広
島
県
史
通
史
編
Ⅳ
近
世
２
』（
一
九
八
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
広
島
藩

は
藩
札
濫
発
に
よ
る
札
価
下
落
に
よ
っ
て
、
弘
化
四
年
に
は
「
四
拾
掛
相

場
」（
四
〇
分
の
一
）、嘉
永
五
年
に
は「
五
百
掛
相
場
」（
五
〇
〇
分
の
一
）

に
切
下
を
行
っ
て
い
る
。

（
23
）
文
庫
「
雲
上
」
四
三
「
朝
廷
江
御
願
出
控
」。

（
24
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
六
一
四
「
文
政
十
年
札
銀
年
限
御
願
継
一
件
」。

（
25
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
六
四
七
「
諸
仕
組
銀
請
払
幷
貸
捌
帳
」。

（
26
）
山
口
県
文
書
館
県
行
政
文
書
戦
前
Ａ
「
士
族
」
四
二
〇
「
明
治
五
年
藩

債
其
他
御
届
一
件
」。

（
27
）
文
庫
「
諸
省
」
五
五
九
「
藩
制
改
革
一
件
」。

（
28
）
文
庫
「
諸
省
」
二
九
三
「
伝
命
録
」。

（
29
）
文
庫
「
諸
省
」
三
七
三
「
明
治
四
年
五
月
改
正
調
印
」。

（
30
）
文
庫
「
諸
省
」
二
九
三
「
伝
命
録
」。

（
31
）
以
下
、
山
口
県
文
書
館
県
行
政
文
書
戦
前
Ａ
総
務
七
「
明
治
四
年
太
政

官
布
令
録
」。

（
32
）
茂
木
陽
一
前
掲
論
文
。

（
33
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
六
一
四
「
文
政
十
年
札
銀
年
限
御
願
継
一
件
」。

（
34
）
例
え
ば
「
士
族
」
三
〇
七
「
旧
山
口
藩
ヨ
リ
縣
内
人
民
ヘ
貸
下
金
取
立

簿
」
に
よ
れ
ば
、「
金
壱
円
ニ
付
七
拾
七
匁
壱
厘
九
毛
」
と
し
、
新
貨
一

円
は
藩
札
約
七
七
匁
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
35
）
文
庫
「
諸
省
」
五
七
七
「
御
布
告
御
達
控
」。

（
36
）
山
口
県
文
書
館
県
行
政
文
書
戦
前
Ａ
「
士
族
」
二
九
六
「
藩
債
幷
貸
附

一
件
」。

（
37
）
文
庫
「
諸
省
」
五
七
七
「
大
蔵
省
御
達
記
録
」。

（
38
）
文
庫
「
諸
省
」
五
七
七
「
御
布
告
御
達
控
」。

（
39
）
県
行
政
文
書
「
総
務
」
一
三
「
明
治
五
年
出
納
之
部
御
達
書
」
の
明
治

五
年
一
月
二
十
日
井
上
馨
・
吉
田
清
成
か
ら
の
通
知
。

（
40
）
以
下
、
県
行
政
文
書
戦
前
Ａ
「
士
族
」
二
九
六
「
藩
債
幷
貸
附
一
件
」。

（
41
）『
明
治
財
政
史
』
第
八
巻
に
も
、
明
治
五
年
の
記
事
と
し
て
、「
銀　

去

ル
辰
年
銀
目
被
廃
候
節
大
阪
表
留
リ
相
場
ノ
事
」、「
旧
藩
札　

各
地
方
去

ル
未
年
七
月
十
四
日
平
均
留
リ
相
場
ノ
事
」
と
あ
る
。

（
42
）
以
下
、「
士
族
」
二
九
六
「
藩
債
幷
貸
附
一
件
」。

（
43
）「
士
族
」
四
二
〇
「
明
治
五
年
藩
債
其
他
御
届
一
件
」
の
明
治
五
年
二

三
二



月
「
貸
付
米
金
銀
寄
」。

（
44
）
以
下
、「
士
族
」
四
一
八
～
四
二
〇
「
明
治
五
年
藩
債
其
他
御
届
一
件
」。

（
45
）
文
庫
「
政
理
」
一
〇
七
「
長
州
諸
用
帳
」。

（
46
）「
士
族
」
四
一
八
「
明
治
五
年
藩
債
其
他
御
届
一
件
」。

（
47
）「
士
族
」
二
九
六
「
藩
債
幷
貸
附
一
件
」。

（
48
）『
明
治
財
政
史
』
第
八
巻
。

（
49
）
大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
編
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
九
巻

（
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
三
年
）「
藩
債
輯
録
」。

追	

記　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｃ
「
近
世
後
期
～
幕
末
期
の

和
市
変
動
と
萩
藩
財
政
」（
田
中
誠
二
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
前

稿
「
幕
末
期
萩
藩
財
政
史
研
究
序
説
」
と
本
稿
「
維
新
期
山
口
藩
財
政
史
研

究
序
説
」
を
合
わ
せ
て
、「
幕
末
・
維
新
期
の
和
市
変
動
と
萩
・
山
口
藩
財
政
」

（
仮
題
）
と
い
う
「
定
稿
」
に
持
ち
込
み
た
い
。

三
三


